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一
　
は
じ
め
に

　
一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
「
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
」（
以
下
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
）
に
お
い
て
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
発
動

さ
れ
た
際
の
被
発
動
国
に
よ
る
返
報
と
し
て
の
譲
許
そ
の
他
の
義
務
の
停
止
（
以
下
、
リ
バ
ラ
ン
ス
）
は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
制
度
を
運
用

し
て
い
く
上
で
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
制
度
的
性
格
を
表
す
と
同
時
に
、
発
動
国
及
び
被
発
動
国

の
譲
許
の
均
衡
性
を
回
復
す
る
等
の
実
際
的
な
利
益
を
も
た
ら
す
面
で
有
意
義
で
あ
っ
た
一
方
で
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
に
対
す
る
過
度
の
抑

止
と
し
て
機
能
し
、
結
果
的
に
灰
色
措
置
と
呼
ば
れ
る
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
枠
組
外
の
保
護
主
義
的
な
措
置
の
蔓
延
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
負
の
面

も
持
つ
、
功
罪
併
せ
持
つ
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
期
に
お
け
る
経
験
を
糧
に
、
世
界
貿
易
機
関
（
以
下
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）

の
発
足
と
同
時
に
制
定
さ
れ
た
「
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
に
関
す
る
協
定
」（
以
下
、
Ｓ
Ｇ
協
定
）
で
は
、
リ
バ
ラ
ン
ス
に
制
約
を
課
す
形
で
の
修

正
が
施
さ
れ
、
そ
の
内
容
に
重
大
な
変（
1
）化が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
リ
バ
ラ
ン
ス
は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
輸

入
の
絶
対
量
の
増
加
の
結
果
と
し
て
と
ら
れ
た
も
の
で
、
か
つ
、
Ｓ
Ｇ
協
定
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
は
、
最
初
の
三
年
間
は
行
使
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｓ
Ｇ
協
定
に
お
け
る
リ
バ
ラ
ン
ス
が
そ
の
性
格
を
根
本
的
に
変
化
さ
せ
た
こ
と
を
示
唆

す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
Ｓ
Ｇ
協
定
に
お
け
る
リ
バ
ラ
ン
ス
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
期
の
そ
れ
の
延
長
線
上
で
理
解
さ
れ
る
傾
向
が
強

く
、
そ
の
変
化
が
有
す
る
意
義
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ（
2
）た。

　
リ
バ
ラ
ン
ス
の
制
約
は
、
二
つ
の
面
で
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
第
一
が
、
リ
バ
ラ
ン
ス
及
び
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
制
度
的
性
格
の

変
容
を
含
意
す
る
面
で
あ
る
。
リ
バ
ラ
ン
ス
の
制
約
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
下
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
に
お
け
る
相
互
主
義
の
実
現
と
し
て
機
能

し
た
当
該
措
置
に
、
そ
の
意
義
の
再
考
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
第
二
が
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
履
行
確
保
の
枠
組
と
リ
バ
ラ
ン
ス

の
連
関
性
で
あ
る
。
リ
バ
ラ
ン
ス
の
制
約
は
、
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
諸
協
定
違
反
に
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
「
紛
争
解
決
に
係
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る
規
則
及
び
手
続
に
関
す
る
了
解
」
に
基
づ
く
譲
許
等
の
停
止
）
を
含
む
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
同
等
性
要
件
の
趣
意
に
作
用
し
う
る
。
と
り
わ
け
、

協
定
違
反
に
対
す
る
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
対
処
の
在
り
方
は
、
昨
今
に
お
い
て
は
重
要
な
論
点
で
あ
り
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
議
論
が
当
該
争
点
に
少
な

か
ら
ず
影
響
を
与
え
る
点
は
注
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
Ｓ
Ｇ
協
定
下
に
お
け
る
リ
バ
ラ
ン
ス
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
理

解
す
る
か
は
、
リ
バ
ラ
ン
ス
自
体
の
議
論
を
超
え
て
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
制
度
や
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
の
意
味
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に

な
る
。
さ
ら
に
は
リ
バ
ラ
ン
ス
を
、
そ
の
歴
史
的
展
開
を
踏
ま
え
て
考
察
し
、
ま
た
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
全
体
構
造
の
中
で
把
握
す
る
こ
と
は
、

Ｗ
Ｔ
Ｏ
法
の
本
質
的
な
理
解
を
促
す
上
で
も
極
め
て
重
要
な
一
端
を
担
う
こ
と
に
も
な
る
。
本
稿
は
、
リ
バ
ラ
ン
ス
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
本
質
を

検
討
す
る
上
で
の
一
つ
の
手
掛
か
り
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
議
論
を
行
う
。

　
こ
の
よ
う
な
リ
バ
ラ
ン
ス
の
意
義
を
受
け
て
、
本
稿
で
は
、
Ｓ
Ｇ
協
定
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
制
約
の
内
容
と
影
響
の
分
析
を
試
み
る
。

最
初
に
、
そ
の
概
要
を
説
明
し
た
上
で
、
歴
史
的
な
議
論
を
概
観
し
（
第
二
章
）、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
、
そ
れ
が
リ

バ
ラ
ン
ス
や
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
性
格
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
か
（
第
三
章
）、
ま
た
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
か
ら
引
き
継
が
れ
て
い
る

同
等
性
要
件
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
か
（
第
四
章
）
と
の
側
面
か
ら
分
析
を
行
う
。

　
な
お
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
検
討
に
際
し
て
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
制
度
の
目
的
の
議
論
が
影
響
す
る
こ
と（
3
）や、
基
礎
に
あ
る
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
制

度
の
目
的
自
体
の
理
解
が
大
き
な
論
争
を
呼
ん
で
い（
4
）るこ

と
は
強
く
認
識
す
る
が
、
リ
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
協
定
整
合
的
な
措
置
に

対
し
て
は
そ
れ
を
三
年
間
留
保
す
る
、
動
か
し
難
い
制
約
が
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
協
定
の
構
造
や
制
定
経
緯
等
が
重
要
な
考
慮

要
素
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
要
素
を
切
り
口
に
リ
バ
ラ
ン
ス
の
考
察
を
行
う
。
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二
　
リ
バ
ラ
ン
ス
の
制
定
と
発
展

㈠
　
リ
バ
ラ
ン
ス
の
概
要

　
リ
バ
ラ
ン（
5
）スと

は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
に
よ
り
輸
出
の
機
会
を
失
う
こ
と
に
な
る
輸
出
国
（
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
被
発
動
国
）
に
認
め
ら
れ

る
、
譲
許
そ
の
他
の
義
務
の
停
止
（
以
下
、
譲
許
等
の
停
止
）
を
示
す
。
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
一
九
条
及
び
Ｓ
Ｇ
協
定
は
、
輸
出
国
が
な
ん
ら
Ｇ
Ａ

Ｔ
Ｔ
な
い
し
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
輸
入
の
増
加
と
そ
れ
に
伴
う
重
大
な
損
害
を
条
件
に
輸
入

国
が
一
方
的
に
輸
入
を
制
限
す
る
こ
と
（
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
）
を
認
容
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
よ
る
被
発
動
国
の
損
害
を
軽
減
す
る

た
め
に
、
発
動
国
に
対
し
て
代
償
を
提
供
す
る
か
、
被
発
動
国
が
譲
許
等
の
停
止
（
リ
バ
ラ
ン
ス
）
を
行
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
代
償

及
び
リ
バ
ラ
ン
ス
は
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
一
九
条
二
項
は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
発
動
国
に
、
実
質
的
に
利
害
関
係
を
有
す
る
輸
出
国
に
協
議
の
機
会
を
与
え
る

こ
と
を
義
務
付
け
る
。
そ
の
際
、
条
文
上
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
代
償
に
つ
い
て
の
合
意
に
達
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
も
の
と
解

さ
れ
て
き（
6
）た。
そ
し
て
、
そ
の
協
議
が
不
調
に
終
わ
っ
た
場
合
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
被
発
動
国
に
は
、
措
置
が
執
ら
れ
た
後
九
〇
日
以
内
に

「
実
質
的
に
等
価
値
（substantially equivalent

）」
の
譲
許
そ
の
他
の
義
務
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
が
、
締
約
国
団
が
否
認
し
な
い
こ
と

を
条
件
に
認
め
ら
れ
て
い
る
（
同
条
三
項
⒜
）。

　
代
償
及
び
リ
バ
ラ
ン
ス
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
設
立
と
同
時
に
制
定
さ
れ
た
Ｓ
Ｇ
協
定
に
も
規
定
さ
れ
て
お
り
、
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
一
項
及
び

二
項
が
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
一
九
条
二
項
及
び
三
項
⒜
に
対
応
す
る
規
定
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
規
定
ぶ
り
は
異
な
る
。
ま

ず
、
代
償
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、「
譲
許
そ
の
他
の
義
務
と
実
質
的
に
等
価
値
の
譲
許
そ
の
他
の
義
務
を
維
持
す
る
よ
う
努
力
す
る
」
と

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
代
償
の
適
切
な
方
法
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
一
項
）。
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ま
た
、
よ
り
重
要
な
相
違
と
し
て
、
Ｓ
Ｇ
協
定
で
は
第
八
条
三
項
が
追
加
さ
れ
て
お
り
、
リ
バ
ラ
ン
ス
に
限
っ
て
は
、
①
セ
ー
フ
ガ
ー
ド

措
置
が
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加
の
結
果
で
、
か
つ
、
②
Ｓ
Ｇ
協
定
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
最
初
の
三

年
間
に
つ
い
て
は
行
使
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
制
約
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
一
九
条
と
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
と
で
は
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
条
件
と
即
時
性
に
相
違
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
で

は
、
こ
の
よ
う
な
相
違
（
Ｓ
Ｇ
協
定
で
の
変
化
）
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
察
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は

相
違
が
生
じ
た
理
由
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
相
違
の
根
拠
は
、
そ
の
歴
史
的
展
開
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
次
節
で
は
リ
バ
ラ

ン
ス
の
時
系
列
的
な
展
開
を
、
同
措
置
の
本
来
的
な
目
的
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
論
ず
る
。

㈡
　
リ
バ
ラ
ン
ス
の
当
初
の
目
的
と
そ
の
後
の
展
開

1　

リ
バ
ラ
ン
ス
の
目
的
と
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
期
に
お
け
る
実
績

　
そ
も
そ
も
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
一
九
条
に
代
償
な
い
し
リ
バ
ラ
ン
ス
の
規
定
が
挿
入
さ
れ
た
目
的
は
、
①
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
下
で
交
渉
さ
れ
た
譲

許
の
均
衡
を
維
持
す
る
こ
と
（
相
互
主
義
（reciprocity
）
の
維
持
）、
及
び
、
②
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
濫
用
の
防
止
で
あ
る
と
さ
れ（
7
）る。

た
だ
し
、
②
は
最
恵
国
待
遇
と
組
み
合
わ
さ
れ
、
リ
バ
ラ
ン
ス
採
用
国
が
増
加
す
る
こ
と
で
よ
り
大
き
な
効
果
を
生
む
こ
と
か（
8
）ら、
リ
バ

ラ
ン
ス
自
体
の
主
な
目
的
は
①
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
一
九
条
下
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
一
つ
の
特
徴
は
、
事
情
の
予
見
さ
れ
な
か
っ
た
輸
入
増
加
か
ら
の
緊
急
的
な
避
難
の
手
段

と
し
て
、
必
要
な
限
度
及
び
期
間
に
お
い
て
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
諸
義
務
を
停
止
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
一
方
で
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
発
動

さ
れ
た
ら
即
時
的
に
、
影
響
を
受
け
る
国
に
対
し
て
代
償
を
提
供
す
る
か
、
そ
れ
ら
の
国
が
リ
バ
ラ
ン
ス
を
実
施
す
る
こ
と
を
許
容
す
る

点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
譲
許
の
均
衡
性
の
維
持
（
相
互
主
義
の
維
持
）
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ（
9
）り、

代
償
及
び
リ
バ

ラ
ン
ス
は

―
代
償
は
積
極
的
（
代
替
的
な
関
税
の
引
下
げ
等
に
よ
り
更
な
る
自
由
化
を
促
す
）、
リ
バ
ラ
ン
ス
は
消
極
的
（
両
者
の
貿
易
の
障
壁
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を
引
き
上
げ
る
の
で
貿
易
の
自
由
化
に
は
逆
行
す
る
）
と
の
相
違
が
あ
る
も
の
の

―
と
も
に
譲
許
の
均

衡
性
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
の
際
、
代
償
や
リ
バ
ラ
ン
ス
は
セ
ー
フ
ガ
ー

ド
発
動
国
に
と
っ
て
は
負
担
と
な
る
こ
と
か
ら
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
濫
用
を
抑
止
す
る
前
記
②

の
効
果
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
一
九
条
に
お
け
る
リ
バ
ラ
ン
ス
の
主
た
る
目
的
が
譲
許
の
均
衡
性
の
維
持
で
あ
る
旨

は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
三
条
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
分
か
る
。
第
二
三
条
も
第
一
九
条
と
同
様
に
加
盟

国
に
よ
る
譲
許
等
の
停
止
を
認
め
る
が
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
違
反
一
般
に
対
す
る
返
報
と
し
て
の
譲
許
等
の

停
止
を
対
象
と
し
て
お
り
、
制
裁
的
な
性
質
を
も
内
包
す
る
。
同
条
の
起
草
時
に
は
、
譲
許
の
均
衡

の
維
持
と
し
て
の
条
文
と
捉
え
る
か
、
制
裁
的
な
意
味
合
い
も
含
め
る
か
で
見
解
の
不
一
致
が
存
在

し
て
お
り
、
そ
れ
が
「
適
当
な
」
と
柔
軟
性
を
認
め
る
表
現
が
用
い
ら
れ
た
背
景
に
あ
っ
た
と
さ

れ
）
10
（

る
（「
適
当
な
」
の
理
解
を
巡
っ
て
は
そ
の
後
も
よ
り
報
復
的
な
意
味
合
い
を
含
め
る
見
解
が
見
ら
れ
）
11
（

た
）。

従
っ
て
、
当
該
条
項
と
の
対
比
で
は
、「
実
質
的
に
等
価
値
」
を
明
示
す
る
リ
バ
ラ
ン
ス
は
、
譲
許

の
均
衡
の
回
復
を
本
旨
と
し
た
も
の
と
理
解
で
き
）
12
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
一
九
条
に
お
け
る
代
償
及
び
リ
バ
ラ
ン
ス
は
、
譲
許
の
均
衡
の
維
持

を
主
た
る
目
的
と
し
て
お
り
、
派
生
的
に
濫
用
防
止
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
と
理
解
で
き
る
の
で

あ
る
が
、
実
際
の
運
用
に
お
い
て
は
、
譲
許
の
均
衡
の
維
持
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
果
た
し
た
と

は
言
い
難
い
。
む
し
ろ
、
無
差
別
原
則
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を

抑
制
す
る
機
能
が
強
く
働
く
こ
と
に
な
り
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
期
を
通
じ
て
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
利
用
を
妨
げ

る
要
因
と
な
っ
た
。

表　1987 年までに適用されたセーフガード措置、代償、リバランス

1950-59年 1960-69年 1970-79年 1980-87年 合計

セーフガード発動件数 19 35 47 33 134

提供された代償の件数 10 8 1 1  20

実施または提案された
リバランス※ 2 3（1） 4（3） 4（3）  13

出典：MTN.GNG/NG9/W/7 を基礎に筆者が作成
※括弧内は提案数
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表
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
締
結
後
ま
も
な
く
は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
は
代
償
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
、
代
償

及
び
リ
バ
ラ
ン
ス
は
譲
許
の
均
衡
の
維
持
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
様
子
が
分
か
る
。
一
九
五
〇
年
代
は
、
一
九
件
の
セ
ー
フ 

ガ
ー
ド
発
動
事
例
の
う
ち
、
一
二
件
で
、
代
償
も
し
く
は
リ
バ
ラ
ン
ス
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
が
供
与
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
は
、
代
償
は
逓
減
し
、
ゼ
ロ
に
近
い
数
字
と
な
る
。
ま
た
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
件
数
も
一
割
程
度
に
留
ま
る
こ
と
に
な

る
。
代
償
の
件
数
が
減
少
し
た
、
あ
る
い
は
リ
バ
ラ
ン
ス
も
少
数
に
留
ま
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
要
因
は
、
そ
れ
ら
の
利
用
の
不
便
さ
に
求

め
ら
れ
る
。
代
償
の
問
題
点
と
し
て
は
、
最
恵
国
待
遇
原
則
に
基
づ
い
た
提
供
が
必
要
な
こ
と
、
一
般
的
な
関
税
率
の
低
下
に
よ
り
代
償

を
提
供
す
る
余
地
が
縮
小
し
て
い
る
こ
）
13
（

と
、
代
償
の
対
象
と
な
る
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
合
意
が
得
づ
ら
い
こ
）
14
（

と
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、

リ
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
も
、
譲
許
等
の
停
止
を
実
行
す
る
ほ
ど
の
余
裕
の
な
い
途
上
国
に
と
っ
て
は
発
動
が
困
難
で
あ
る
点
が
指
摘
さ

れ
）
15
（

る
。
実
際
に
、
記
録
上
残
さ
れ
て
い
る
リ
バ
ラ
ン
ス
の
実
施
国
ま
た
は
提
案
国
は
、
ト
ル
コ
の
一
件
を
除
い
て
全
て
先
進
国
で
あ
っ
）
16
（

た
。

　
そ
し
て
、
代
償
及
び
リ
バ
ラ
ン
ス
は
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
不
人
気
を
招
く
要
因
の
一
つ
と
も
な
っ
た
。
表
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
全
体
数
は
、
途
中
ま
で
増
加
傾
向
を
見
せ
る
も
、
全
体
的
に
は
伸
び
悩
ん
で
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
該
当
期
間
中

の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
加
盟
国
数
の
拡
大
を
踏
ま
え
る
と
、
途
中
の
増
加
傾
向
は
純
粋
に
増
加
と
は
評
価
し
難
く
、
ま
た
、
七
〇
年
代
か
ら
八
〇

年
代
に
か
け
て
の
減
少
は
相
対
的
に
は
よ
り
大
き
な
減
少
を
意
味
す
）
17
（

る
。
こ
れ
ら
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
忌
避
の
一
因
と
し
て
、
や
は
り

代
償
及
び
リ
バ
ラ
ン
ス
の
負
担
が
指
摘
さ
れ
て
き
）
18
（
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
時
系
列
的
に
見
て
い
く
と
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
導
入
当
初
は
、
代
償
及
び
リ
バ
ラ
ン
ス
が
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
に

対
す
る
補
償
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
が
、
運
用
し
て
い
く
に
従
い
そ
の
不
便
さ
が
明
ら
か
と
な
り
、
そ
の
機
能
を
十
分
に
果
さ

な
く
な
っ
た
上
に
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
抑
制
す
る
機
能
と
し
て
強
く
働
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
結
果
、
多

く
の
加
盟
国
は
正
式
な
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
発
動
を
避
け
、
ア
ン
チ
ダ
ン
ピ
ン
グ
税
の
賦
課
等
の
他
の
貿
易
救
済
措
置
や
、
輸
出
自
主

規
制
（
Ｖ
Ｅ
Ｒ
）
を
は
じ
め
と
す
る
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
枠
外
の
措
置
へ
と
強
く
傾
倒
し
て
い
っ
た
の
で
あ
）
19
（
る
。
従
っ
て
、
輸
出
自
主
規
制
等
へ
の



法学政治学論究　第92号（2012.3）

8

依
拠
を
防
止
し
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
利
用
を
促
す
の
で
あ
れ
）
20
（
ば
、
代
償
及
び
リ
バ
ラ
ン
ス
の
負
担
か
ら
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
発
動
国
を
軽
減
さ

せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
代
償
及
び
リ
バ
ラ
ン
ス
を
廃
止
な
い
し
軽
減
す
る
か
、
根
底
に
あ
る
最
恵
国
待
遇
の
緩
和

（
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
選
択
的
適
用
の
容
認
）
が
必
要
と
な
）
21
（
る
。
し
か
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
発
展
途
上
国
の
強
い
抵
抗
を
受
け
根
本
的
な
変
更

が
実
現
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
主
に
リ
バ
ラ
ン
ス
を
緩
和
す
る
方
向
で
調
整
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
）
22
（
る
。

2　

リ
バ
ラ
ン
ス
の
制
約
の
導
入
経
緯

　
リ
バ
ラ
ン
ス
に
制
約
を
課
す
動
き
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
東
京
ラ
ウ
ン
ド
以
降
で
あ
る
。
同
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
代
償
及
び
リ
バ
ラ
ン

ス
に
否
定
的
な
立
場
を
示
し
た
の
は
、
主
に
先
進
国
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
米
国
は
、
代
償
ま
た
は
リ
バ
ラ
ン
ス
が
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置

の
恒
常
化
を
生
む
点
を
指
摘
し
て
お
）
23
（
り
、
ま
た
、
Ｅ
Ｃ
は
、
適
切
な
リ
バ
ラ
ン
ス
を
実
施
す
る
こ
と
の
実
務
的
な
問
題
を
指
摘
し
て
い
）
24
（
る
。

こ
れ
ら
を
受
け
、
事
務
局
の
協
定
案
で
は
、
代
償
及
び
リ
バ
ラ
ン
ス
を
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
協
定
に
整
合
的
で
あ
る
こ
と
を
輸
出
国

が
賛
同
で
き
な
か
っ
た
場
合
か
、
重
大
な
悪
影
響
を
生
ず
る
場
合
に
限
定
す
る
提
案
が
示
さ
れ
て
い
）
25
（
る
。
し
か
し
、
東
京
ラ
ウ
ン
ド
（
及

び
そ
れ
以
降
の
交
渉
）
で
は
協
定
の
諸
論
点
で
合
意
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
制
約
も
実
現
に
至
ら
ず
に
終
わ
る
こ
と

に
な
る
。

　
リ
バ
ラ
ン
ス
を
制
約
す
る
傾
向
は
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
。
同
ラ
ウ
ン
ド
で
リ
バ
ラ
ン
ス
の
制
約
を
最

初
に
明
示
し
た
の
が
ブ
ラ
ジ
ル
で
あ
り
、
リ
バ
ラ
ン
ス
を
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
発
動
期
間
の
上
限
の
超
過
後
に
限
定
す
る
こ
と
が
提
案

さ
れ
て
い
）
26
（

る
。
イ
ン
ド
も
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
一
時
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
永
続
化
を
防
ぐ
意
味
で
も
リ
バ
ラ
ン
ス
は
重
要
視
さ
れ

な
い
と
の
見
解
を
示
し
て
い
）
27
（

る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
提
案
も
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
期
間
の
上
限
を
示
さ
な
か
っ
た
た
め
、
リ
バ
ラ
ン

ス
に
つ
い
て
も
ど
の
程
度
制
約
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
不
透
明
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
リ
バ
ラ
ン
ス
を
協
定
に
反
す
る
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
に
限
定
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
の
は
Ｅ
Ｃ
で
あ
）
28
（

る
。
Ｅ
Ｃ
は
、
協
定
整
合

的
な
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
と
そ
う
で
な
い
措
置
と
が
と
も
に
リ
バ
ラ
ン
ス
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
た
上
で
、
セ
ー
フ
ガ
ー
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ド
措
置
に
関
す
る
規
律
を
強
化
す
る
代
わ
り
に
リ
バ
ラ
ン
ス
の
一
時
的
な
制
約
が
受
容
さ
れ
る
べ
き
と
の
提
案
を
行
っ
）
29
（
た
。
具
体
的
に
は
、

多
国
間
規
律
を
強
化
す
る
た
め
に
、
①
紛
争
解
決
手
続
を
通
じ
て
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
規
律
に
反
す
る
と
示
さ
れ
る
か
、
②
セ
ー
フ 

ガ
ー
ド
措
置
の
期
間
制
限
の
上
限
を
超
え
て
い
る
こ
と
を
条
件
に
、
被
っ
た
損
害
に
対
し
て
「
適
当
な
対
抗
措
置
（counterm

easure 

appropriate to
）」
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
主
張
し
）
30
（
た
。
Ｅ
Ｃ
の
提
案
は
、
自
身
が
「
対
抗
措
置
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
規
律
に
反

す
る
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
に
対
す
る
対
抗
的
な
措
置
と
し
て
の
意
味
合
い
を
リ
バ
ラ
ン
ス
に
含
め
る
こ
と
を
意
図
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。

　
一
九
八
九
年
六
月
に
提
示
さ
れ
た
議
長
案
で
は
、
こ
れ
ら
の
提
案
を
踏
ま
え
、
措
置
の
適
用
の
上
限
の
超
過
や
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
委
員

会
ま
た
は
紛
争
解
決
手
続
を
通
じ
た
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
協
定
違
反
の
認
定
が
、
リ
バ
ラ
ン
ス
を
認
め
る
条
件
の
一
つ
と
し
て
提
示
さ

れ
て
い
）
31
（

る
。
ま
た
、
リ
バ
ラ
ン
ス
及
び
代
償
は
、
Ｘ
年
を
超
過
し
な
い
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
に
対
し
て
は
適
用
が
認
め
ら
れ
な
い
と
の
規

定
も
設
け
ら
れ
て
い
）
32
（
る
。
一
九
九
〇
年
七
月
の
議
長
案
で
は
リ
バ
ラ
ン
ス
の
条
件
が
単
純
化
さ
れ
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
協
定
に
整
合

的
で
、
そ
の
期
間
が
三
年
（
暫
定
値
）
を
超
え
な
い
場
合
は
、
リ
バ
ラ
ン
ス
は
許
容
さ
れ
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
）
33
（

る
。
そ
し
て
、
同
年 

一
〇
月
の
議
長
案
で
は
、
三
年
が
確
定
値
と
な
っ
て
い
）
34
（
る
。

　
こ
こ
で
着
目
さ
れ
る
の
が
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
留
保
の
期
間
が
三
年
と
さ
れ
た
理
由
で
あ
る
。
リ
バ
ラ
ン
ス
の
三
年
間
の
留
保
は
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
の
提
案
を
受
け
た
と
さ
れ
る
）
35
（
が
、
各
国
の
提
案
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
は
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
上
限
と
連
動
さ

せ
る
傾
向
を
見
せ
て
い
た
。
一
九
八
九
年
六
月
の
議
長
案
も
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
留
保
の
期
間
を
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
適
用
の
上
限
（
た

だ
し
、
具
体
的
な
数
値
は
示
さ
ず
）
と
連
動
さ
せ
て
い
）
36
（

た
。
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
上
限
の
具
体
的
な
数
値
を
提
示
し
た
の
は
環
太
平
洋
地

域
で
あ
り
、
半
数
以
上
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
三
年
間
存
続
し
た
と
の
過
去
の
実
績
を
根
拠
に
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
適
用
の
上
限
は
基

本
三
年
と
す
る
提
案
を
（
リ
バ
ラ
ン
ス
の
発
動
条
件
と
は
無
関
係
に
）
行
っ
て
い
）
37
（

た
。
一
九
九
〇
年
七
月
の
議
長
案
は
、
そ
の
三
年
と
い
う

期
間
を
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
期
限
（
初
期
期
限
）
と
明
示
す
る
よ
う
に
な
り
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
期
間
も
三
年
（
た
だ
し
、
暫
定
値
）
と
さ
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れ
）
38
（
た
。
し
か
し
、
同
年
一
〇
月
の
議
長
案
で
は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
上
限
が
再
び
三
年
ま
た
は
五
年
の
暫
定
値
と
さ
れ
る
一
方
で
、

リ
バ
ラ
ン
ス
の
制
約
に
つ
い
て
は
三
年
が
確
定
値
と
さ
れ
、
両
者
の
数
値
が
一
致
し
な
い
事
態
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
）
39
（

る
。
セ
ー
フ
ガ
ー

ド
措
置
の
上
限
は
、
一
九
九
一
年
六
月
の
ド
ラ
フ
ト
に
お
い
て
四
年
と
さ
）
40
（
れ
、
そ
れ
が
現
行
の
協
定
で
採
用
さ
れ
た
た
め
、
最
終
的
に
は

リ
バ
ラ
ン
ス
の
留
保
の
期
間
と
が
乖
離
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
留
保
の
期
間
と
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
初
期
期

限
と
に
相
違
が
存
在
す
る
点
に
は
特
別
な
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
議
論
は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
初
期
期
限
内
に
抑
制
す
る

目
的
の
延
長
上
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
制
約
は
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
を
通
じ
て
結
実
し
て
お
）
41
（

り
、
そ
の
背
景
に
は
、
選
択
適
用
の
不
採
用

と
の
条
件
交
）
42
（
換
、
協
定
に
整
合
的
な
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
を
採
用
す
る
（
輸
出
自
主
規
制
等
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
枠
外
の
措
置
を
抑
制
す
る
）
動
機
づ
）
43
（
け
、

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
時
限
性
の
確
保
と
し
て
の
機
能
等
が
思
惑
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

三
　
Ｓ
Ｇ
協
定
に
お
け
る
リ
バ
ラ
ン
ス

　
前
章
で
記
し
た
、
制
定
に
至
る
ま
で
の
経
緯
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
機
動
的
な
発
動
を
促
し
、
輸
出
自
主
規
制
へ

の
傾
倒
を
防
ぐ
た
め
に
、
各
加
盟
国
は
リ
バ
ラ
ン
ス
に
制
約
を
課
す
こ
と
を
選
択
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
①
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加

の
結
果
と
し
て
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
で
、
か
つ
、
②
協
定
整
合
的
な
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
に
対
し
て
は
、
リ
バ
ラ
ン
ス
を
三
年
間
制
限

す
る
と
し
て
い
る
（
第
八
条
三
項
）。
本
章
で
は
、
Ｓ
Ｇ
協
定
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
リ
バ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
規
定
の
変
化
が
持
つ
意
味
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。
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㈠
　
相
互
主
義
の
制
限
と
リ
バ
ラ
ン
ス
の
性
格
の
変
化

　
ま
ず
、
リ
バ
ラ
ン
ス
に
制
約
が
か
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
輸
出
の
絶
対
量
の
増
加
に
起
因
す
る
協
定
整
合
的
な
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置

に
対
し
て
は
、
被
発
動
国
は
譲
許
の
均
衡
を
回
復
す
る
術
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
制
約
は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措

置
を
早
期
に
（
少
な
く
と
も
三
年
間
は
）
撤
回
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
削
ぐ
こ
と
に
な
り
、
濫
用
の
防
止
と
し
て
の
機
能
を
も
弱
体
化
さ

せ
る
こ
と
に
な
っ
）
44
（

た
。
そ
の
た
め
、
前
章
で
記
し
た
リ
バ
ラ
ン
ス
の
当
初
の
目
的

―
①
譲
許
の
均
衡
の
維
持
、
②
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置

の
濫
用
防
止

―
は
、
実
質
的
に
喪
失
し
た
と
言
え
）
45
（
る
。
と
り
わ
け
、
協
定
整
合
的
な
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
に
対
し
て
は
被
発
動
国
が
一

方
的
に
損
害
（
ま
た
は
利
益
の
逸
失
）
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
点
は
、
リ
バ
ラ
ン
ス
に
制
約
が
課
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
最

も
重
要
な
変
化
と
言
え
、
こ
れ
に
よ
り
相
互
主
義
が
制
限
さ
れ
た
（
相
互
主
義
の
潜
在
）
46
（

化
）
と
評
し
得
る
。
こ
の
よ
う
な
リ
バ
ラ
ン
ス
の

変
化
は
、
Ｓ
Ｇ
協
定
に
お
け
る
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
性
格
を
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
一
九
条
に
お
け
る
そ
れ
と
は
「
似
て
非
な
る
も
）
47
（
の
」
へ
と
変
容

さ
せ
た
一
つ
の
要
素
と
捉
え
ら
れ
）
48
（

る
。

　
リ
バ
ラ
ン
ス
の
変
化
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
か
ら
Ｗ
Ｔ
Ｏ
へ
の
全
体
的
な
構
造
変
化
と
も
符
合
す
る
。
関
税
譲
許
を
主
眼
点
と
す
る
か
つ
て
の

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
は
、
基
本
的
に
は
、
各
国
が
約
束
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
を
あ
る
程
度
自
由
に
認
め
る
体
制
で
あ
っ
た
。
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第 

二
八
条
の
譲
許
表
の
修
正
は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。
約
束
（
譲
許
）
の
変
更
に
対
し
て
は
、
そ
れ
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
国
に
よ
る
自
助

（self -help

）
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
約
束
の
履
行
の
柔
軟
性
を
認
め
る
体
制
で
あ
っ
）
49
（

た
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
利
益
の

相
互
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
約
束
の
履
行
は
絶
対
視
さ
れ
な
い
と
の
姿
勢
で
あ
）
50
（

る
。
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
一
九
条
に
お
け
る
セ
ー

フ
ガ
ー
ド
も
、
約
束
の
変
更
と
代
償
な
い
し
リ
バ
ラ
ン
ス
に
よ
る
利
益
調
整
を
認
め
る
制
度
で
あ
る
た
め
、
そ
の
観
点
か
ら
は
、
こ
の
枠

組
の
中
に
収
ま
）
51
（

る
。
し
か
し
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
へ
の
移
行
に
際
し
て
（
あ
る
い
は
国
際
通
商
や
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
が
発
展
す
る
に
つ
れ
）、
紛
争
解
決
手
続

の
精
緻
化
と
相
俟
っ
て
、
加
盟
国
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
諸
協
定
の
義
務
の
遵
守
を
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
客
観
）
52
（
化
」
が
進
め
ら
れ



法学政治学論究　第92号（2012.3）

12

た
。
か
か
る
体
制
下
で
は
、
約
束
の
変
更
及
び
代
償
な
い
し
対
抗
的
な
措
置
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
主
観
的
に
解
決
を
図
る
従
前
の
構
造

と
は
一
線
が
画
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
リ
バ
ラ
ン
ス
の
制
約
は
、
当
該
措
置
に
よ
り
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
被
発
動
国
が
損
害
を
補
塡
す

る
こ
と
を
認
め
る
形
で
約
束
の
変
更
を
行
う
こ
と
を
不
能
と
す
る
た
）
53
（
め
、
結
果
的
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
「
客
観
化
」
と
軌
を
一
に
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、
Ｓ
Ｇ
協
定
に
お
け
る
リ
バ
ラ
ン
ス
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
措
置
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｓ
Ｇ
協
定

に
お
け
る
リ
バ
ラ
ン
ス
の
制
約
が
協
定
違
反
を
内
包
し
た
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
Ｓ
Ｇ
協
定
の
義
務
の
履
行
確
保
の
枠
組
と
関
連
付
け
ら

れ
、
同
協
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
の
役
割
が
与
え
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
）
54
（
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八

条
三
項
規
定
の
二
つ
の
制
約
要
因
（
協
定
整
合
性
と
「
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加
」
の
不
存
在
）
と
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
紛
争
解
決
制
度
と
の
関
係

が
先
に
考
察
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
た
め
、
次
節
で
そ
れ
ら
の
考
察
を
行
っ
た
上
で
、
第
三
節
以
降
に
て
改
め
て
論
じ
る
。

　
な
お
、「
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加
」
が
な
い
場
合
に
は
リ
バ
ラ
ン
ス
が
認
め
ら
れ
る
が
、
か
か
る
場
合
に
相
互
主
義
が
維
持
さ
れ
る
点

に
つ
い
て
は
説
明
が
つ
き
づ
ら
い
。
お
そ
ら
く
、「
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加
」
が
な
い
場
合
の
リ
バ
ラ
ン
ス
の
認
容
は
、
輸
出
国
の
原
因

性
の
僅
少
さ
に
対
す
る
補
償
の
必
要
性
と
の
現
実
的
な
要
請
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
相
互
主
義
を
認
め
る
十
分
な
説

明
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

㈡
　
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
三
項
と
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
の
連
関
性

　
リ
バ
ラ
ン
ス
の
二
つ
の
制
約
要
因
の
実
行
に
際
し
て
は
、「
紛
争
解
決
に
係
る
規
則
及
び
手
続
に
関
す
る
了
解
」（
以
下
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
）
第

二
三
条
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
は
、「
違
反
が
生
じ
…
…
て
い
る
旨
の
決
定
」（
第
二
項
⒜
）
を
、

「
対
象
協
定
に
基
づ
く
義
務
に
つ
い
て
の
違
反
…
…
に
つ
い
て
是
正
を
求
め
る
場
合
」（
第
一
項
）
に
行
う
こ
と
を
禁
じ
て
お
り
、
仮
に
、

Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
三
項
に
お
け
る
協
定
整
合
性
の
判
断
と
、
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加
の
判
断
に
お
い
て
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
被
発
動

国
が
一
方
的
に
そ
の
判
断
を
行
っ
て
リ
バ
ラ
ン
ス
を
実
施
す
る
と
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
に
抵
触
す
る
事
態
が
生
じ
う
る
た
め
で
あ
る
。
こ
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の
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
三
項
と
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
の
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
、
前
者
に
規
定
さ
れ
る
二
つ
の
制
約
要
因
の
う
ち
、
Ｓ
Ｇ
協
定

整
合
性
の
判
断
か
ら
検
討
を
加
え
る
。

1　

Ｓ
Ｇ
協
定
整
合
性
の
判
断

　
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
二
項
及
び
三
項
は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
協
定
適
合
性
の
判
断
を
行
う
主
体
に
関
し
て
は
何
ら
規
定
し
て
い
な
い
。

条
文
か
ら
は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
協
定
に
違
反
す
る
こ
と
を
、
同
措
置
の
被
発
動
国
が
一
方
的
に
決
定
し
、
リ
バ
ラ
ン
ス
を
適
用
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
二
項
⒜
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
明
文
規
定
が
Ｓ
Ｇ
協

定
内
に
存
在
し
な
い
た
）
55
（

め
、
第
八
条
三
項
に
つ
い
て
も
、
被
発
動
国
に
よ
る
一
方
的
な
協
定
違
反
の
判
断
は
認
め
ら
れ
な
い
と
解
さ
れ
）
56
（

る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
に
は
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
の
規
定
は
及
ば
な
い
と
す
る
見
解
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
）
57
（
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
次
の
理
由
か
ら
支
持
し
難
い
。

　
第
一
が
、
リ
バ
ラ
ン
ス
を
巡
る
過
去
の
議
論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
三
項
が
、
リ
バ
ラ
ン
ス
に
制
約
を
加
え
る

こ
と
を
明
確
に
意
図
し
て
制
定
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
被
発
動
国
が
違
反
性
を
一
方
的
に
認
定
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
敷
居
が
極
め
て
低
く
な
り
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
制
約
が
形
骸
化
す
る
こ
と
に
な
る
（
結
果
と
し
て
、
Ｇ
Ａ
Ｔ

Ｔ
期
と
同
様
に
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
に
対
す
る
過
度
な
抑
制
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
）。

　
第
二
が
、
単
純
な
関
税
譲
許
違
反
や
数
量
制
限
が
問
題
と
な
る
場
面
と
は
異
な
り
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
に
関
し
て
は
、
協
定
の
文
言

の
意
味
が
明
白
で
は
な
い
場
合
が
多
く
、
違
反
認
定
に
際
し
て
の
不
透
明
さ
が
非
常
に
高
い
点
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
違
反
の
存
否
の
争
い

に
際
し
て
、
第
三
者
で
あ
る
パ
ネ
ル
及
び
上
級
委
員
会
の
判
断
を
仰
ぐ
こ
と
は
、
紛
争
の
安
定
的
な
解
決
と
の
側
面
か
ら
も
望
ま
れ
る
状

況
に
あ
る
。

　
第
三
が
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
と
の
正
面
か
ら
の
抵
触
で
あ
る
。
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
が
念
頭
に
置
く
の
は
、
①
加
盟
国
が
他
の
加
盟
国
の

措
置
を
独
自
に
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
諸
協
定
に
違
反
等
し
て
い
る
と
決
定
し
、
②
Ｄ
Ｓ
Ｕ
の
手
続
を
経
ず
に
そ
の
是
正
を
求
め
る
行
為
の
防
止
で
あ
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る
。
Ｓ
Ｇ
協
定
の
違
反
を
前
提
と
し
た
リ
バ
ラ
ン
ス
の
一
方
的
な
実
施
は
、
両
要
素
を
含
む
た
め
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
と
真
っ
向
か
ら
抵

触
す
）
58
（

る
。
従
っ
て
、
Ｓ
Ｇ
協
定
違
反
の
認
定
も
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
に
服
す
る
べ
き
で
あ
り
、
仮
に
逸
脱
す
る
の
で
あ
れ
ば
説
得
的
な
根
拠

が
示
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
根
拠
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　
た
し
か
に
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
を
適
用
す
る
と
、
パ
ネ
ル
及
び
上
級
委
員
会
の
判
断
が
下
さ
れ
る
の
を
待
つ
必
要
が
生
じ
、
リ
バ
ラ
ン

ス
の
遅
延
に
つ
な
が
り
う
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
Ｓ
Ｇ
協
定
や
リ
バ
ラ
ン
ス
固
有
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
Ｗ

Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
履
行
確
保
の
手
続
一
般
の
問
題
で
あ
り
、
Ｓ
Ｇ
協
定
の
み
が
切
り
離
さ
れ
て
議
論
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
）
59
（
い
。
ま
た
、

Ｓ
Ｇ
協
定
の
リ
バ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
履
行
確
保
の
手
続
一
般
と
比
し
て
、
早
期
の
実
施
を
認
め
る
余
地
が
な
い
わ

け
で
は
な
）
60
（
い
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
Ｓ
Ｇ
協
定
に
お
け
る
意
図
的
な
相
互
主
義
の
制
限
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
抑
制
に
よ
る
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
採
用
の
促

進
、
加
盟
国
の
Ｄ
Ｓ
Ｕ
手
続
の
利
用
へ
の
志
）
61
（
向
と
実
務
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
み
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
の
適
用
を
免
除
す
る
こ
と
の
理
論
的
根
拠

の
欠
如
等
に
鑑
み
る
と
、
協
定
適
合
性
の
判
断
に
は
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
が
及
ぶ
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
手
続
上
の
問
題
と
し
て
、
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
三
項
に
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
の
規
定
が
及
ぶ
と
解
す
る
と
、
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
二
項

に
規
定
さ
れ
る
九
〇
日
の
リ
バ
ラ
ン
ス
の
期
限
が
遵
守
で
き
な
い
と
の
事
態
が
発
生
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
当
事
国
間
の
合
意

ま
た
は
発
動
国
に
よ
る
一
方
的
な
延
長
で
対
処
す
る
実
務
上
の
慣
行
が
成
り
立
っ
て
お
）
62
（
り
、
か
か
る
慣
行
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま 

れ
る
。

2　
「
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加
」
の
有
無

　
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
三
項
に
規
定
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
リ
バ
ラ
ン
ス
の
制
約
要
因
で
あ
る
「
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加
」
の
不
存
在
も
、
Ｄ

Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加
」
の
不
存
在
の
認
定
も
紛
争
解
決
手
続
を
経
る
こ
と

が
必
要
か
否
か
で
あ
る
。
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当
該
論
点
も
見
解
は
割
れ
て
い
る
。
リ
バ
ラ
ン
ス
の
発
動
国
に
よ
る
一
方
的
な
判
断
に
肯
定
的
な
見
解
は
、「
輸
入
の
絶
対
量
の
増

加
」
の
判
断
が
事
実
認
定
や
一
次
的
な
協
定
解
釈
で
あ
る
こ
と
等
を
根
拠
と
す
）
63
（

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
否
定
的
な
見
解
は
、「
輸
入
の
絶

対
量
の
増
加
」
に
産
業
の
画
定
に
関
す
る
判
断
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
）
64
（
る
。

　
解
釈
論
と
し
て
は
、「
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加
」
を
一
方
的
に
判
断
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
が
対
象
と
す
る

の
は
、
違
反
、
利
益
の
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
、
対
象
協
定
の
目
的
の
達
成
に
対
す
る
障
害
の
決
定
で
あ
る
。「
輸
入
の
絶
対
量
の
増

加
」
の
認
定
の
場
合
、
そ
の
存
在
が
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
Ｓ
Ｇ
協
定
違
反
等
を
た
だ
ち
に
構
成
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
た
め

（「
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加
」
が
な
く
と
も
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
発
動
は
可
能
）、
輸
入
量
に
関
す
る
決
定
は
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
が
想
定
す
る

「
違
反
等
の
決
定
」
に
は
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ
）
65
（
る
。

　
他
方
で
、「
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加
」
が
単
な
る
事
実
認
定
に
収
ま
ら
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
想
起
さ
れ
る
問
題
と
し
て
、
輸
入
の

増
加
の
有
無
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
産
品
ま
た
は
産
業
の
画
定
（「
同
種
の
又
は
直
接
に
競
合
す
る
産
品
」
ま
た
は
「
国
内
産
業
」
の
画
定
、
Ｓ
Ｇ

協
定
第
二
条
一
項
、
第
四
条
一
項
⒞
）
が
挙
げ
ら
れ
）
66
（
る
。
産
品
ま
た
は
産
業
の
画
定
は
、
そ
の
方
法
次
第
で
輸
入
量
の
増
減
の
結
論
を
左
右

す
る
可
能
性
が
あ
り
、
法
的
な
解
釈
の
問
題
へ
と
発
展
す
る
余
地
を
含
む
。
実
際
に
、
米
国
鉄
鋼
Ｓ
Ｇ
事
）
67
（
件
に
お
い
て
、
日
）
68
（
本
と
Ｅ
）
69
（
Ｃ
は

リ
バ
ラ
ン
ス
を
提
案
し
て
い
る
が
、
日
本
は
厚
板
に
つ
い
て
の
み
を
、
Ｅ
Ｃ
は
ス
ラ
ブ
、
厚
板
、
熱
延
鋼
板
、
冷
延
鋼
板
、
表
面
処
理
鋼

板
の
五
品
目
を
含
む
炭
素
鋼
薄
板
類
を
対
象
に
、
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加
の
有
無
を
判
断
し
て
お
り
、
と
も
に
絶
対
的
な
増
加
は
な
い
と

し
て
リ
バ
ラ
ン
ス
を
通
報
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
米
国
は
、
五
品
目
を
炭
素
鋼
薄
板
類
と
し
て
単
一
の
産
品
（
同
種
の
産
品
）
と
認

定
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
各
国
の
認
識
の
齟
齬
ゆ
え
に
、
産
品
（「
同
種
の
産
品
」）
の
画
定
の
問
題
は
パ
ネ
ル
の
審
議
に
お
い
て
も
争

点
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
）
70
（
る
。
最
終
的
に
、
訴
訟
経
済
を
理
由
に
パ
ネ
ル
は
当
該
争
点
に
は
判
断
を
下
さ
な
か
っ
た
）
71
（
が
、
同
事
件
で
見
ら

れ
た
よ
う
に
、
産
品
及
び
産
業
の
画
定
は
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
発
動
国
と
被
発
動
国
と
で
見
解
が
食
い
違
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
、
後
者
が

独
自
の
画
定
に
基
づ
い
て
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加
を
否
定
す
る
こ
と
は
大
い
に
想
定
さ
れ
）
72
（

る
。
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あ
る
い
は
、
輸
入
量
の
「
増
加
」
に
つ
い
て
も
、
Ｓ
Ｇ
協
定
の
文
言
や
現
行
の
解
釈
は
不
透
明
性
が
高
く
、
当
事
国
が
争
い
う
る
余
地

は
大
き
い
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
輸
入
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
履
物
事
件
上
級
委
員
会
報
告
で
提
示
さ
れ
た
「
十
分
に

直
近
、
突
然
、
急
激
、
か
つ
相
当
」
が
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
）
73
（
る
。
し
か
し
、
当
該
基
準
に
お
け
る
「
直
近
」、「
突
然
」
等
が
意
味

す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
べ
き
か
を
巡
っ
て
争
い
が
生
ず
る
可
能
性
は
高
）
74
（
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、「
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加
」
を
巡
っ
て
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
発
動
国
と
被
発
動
国
と
で
見
解
が
食
い
違
う
可
能
性
は
決
し
て

小
さ
く
な
い
。
ゆ
え
に
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
正
当
性
に
つ
い
て
も
是
非
が
定
か
で
は
な
い
事
態
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

鑑
み
る
と
、
条
文
上
は
被
発
動
国
の
一
方
的
な
判
断
が
認
め
ら
れ
う
る
と
し
て
も
、
極
力
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
に
基
づ
い
て
パ
ネ
ル
及
び

上
級
委
員
会
の
判
断
を
仰
ぐ
こ
と
が
望
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

㈢
　
リ
バ
ラ
ン
ス
と
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
の
親
和
性

　
以
上
よ
り
、
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
三
項
に
お
け
る
二
つ
の
リ
バ
ラ
ン
ス
の
制
約
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
第
一
に
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド

措
置
の
協
定
違
反
を
根
拠
と
す
る
場
合
は
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
の
手
続
を
経
た
上
で
リ
バ
ラ
ン
ス
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
、
セ
ー
フ

ガ
ー
ド
措
置
の
根
拠
が
「
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加
」
を
欠
く
場
合
に
は
、
被
発
動
国
は
そ
の
増
加
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
自
ら
認
定
）
75
（

し
、

即
時
的
な
リ
バ
ラ
ン
ス
を
適
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
被
発
動
国
が
行
う
一
方
的
な
判
断
が
単
な
る
事
実
認
定
に
収
ま
ら
な
い
よ

う
な
事
案
に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
の
手
続
を
経
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　
実
際
の
実
務
で
は
、
概
ね
前
記
の
論
理
に
従
う
例
が
確
認
さ
れ
る
。
米
国
鉄
鋼
Ｓ
Ｇ
事
件
に
お
け
る
前
述
の
日
本
及
び
Ｅ
Ｃ
の
リ
バ 

ラ
ン
ス
の
提
案
で
は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
協
定
違
反
の
問
題
に
つ
い
て
は
紛
争
解
決
手
続
の
完
了
を
待
ち
（
ロ
ン
グ
リ
ス
）
76
（
ト
）、「
輸

入
の
絶
対
量
の
増
加
」
の
な
い
品
目
に
つ
い
て
は
米
国
の
統
計
に
基
づ
い
て
自
ら
判
断
を
行
い
即
時
的
な
リ
バ
ラ
ン
ス
の
対
象
（
シ
ョ
ー

ト
リ
ス
ト
）
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
（
分
離
ア
プ
ロ
ー
）
77
（
チ
）
が
採
用
さ
れ
て
い
）
78
（
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
三
項
に
お
け
る
「
協
定
に
適
合
す
る
場
合
」
の
判
断
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
の
手
続
を
経
る
こ
と
が
必

要
と
解
す
る
と
注
目
さ
れ
る
の
が
、
か
か
る
手
続
を
経
た
決
定
は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
Ｓ
Ｇ
協
定
違
反
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
い
て
正
式
に

認
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
決
定
は
、
当
該
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
「
無
効
化
又
は
侵
害
の
事
案
を
構
成
」

す
る
こ
と
を
意
味
し
（
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
三
条
八
項
）、
発
動
国
に
は
当
該
措
置
の
撤
回
を
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
同
第
三

条
七
項
）。
他
方
で
、
被
発
動
国
に
は
、
代
償
の
要
請
、
ま
た
は
、「
他
の
加
盟
国
に
対
し
対
象
協
定
に
基
づ
く
譲
許
そ
の
他
の
義
務
の
履

行
を
差
別
的
に
停
止
す
る
こ
と
」（
同
第
三
条
七
項
、
詳
細
は
第
二
二
条
に
規
定
）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
Ｓ
Ｇ
協
定
違
反
を
前
提
と

す
る
リ
バ
ラ
ン
ス
も
、
譲
許
そ
の
他
の
義
務
の
適
用
の
停
止
の
形
態
を
と
る
た
め
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
の
手
続
を
経
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第

二
三
条
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
三
条
七
項
、
同
第
二
二
条
に
規
定
さ
れ
る
譲
許
そ
の
他
の
義
務
の
停
止
（
以
下
、
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
）
79
（
止
）
と
実
質

的
に
重
複
し
た
関
係
に
な
る
。

　
ま
た
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
実
施
に
際
し
て
パ
ネ
ル
及
び
上
級
委
員
会
の
判
断
を
仰
ぐ
こ
と
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
法
に
お
け
る
履
行
確
保
の
枠
組
と

基
礎
を
共
有
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
基
本
的
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
履
行
確
保
は
「
第
二
次
遵
守
（second -order c

）
80
（

om
pliance

）」
に
基
礎
を

置
）
81
（
く
。
す
な
わ
ち
、
紛
争
解
決
機
関
の
「
勧
告
及
び
裁
定
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
」（
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
二
条
二
項
）
に
、
対
抗
的
な
譲

許
等
の
停
止
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
適
用
は
、
独
断
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
第
一
次
遵
守
を
促
す
措
置
と
し

て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
）
82
（
が
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
の
手
続
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
第
二
次
遵
守
の
た
め
の
措
置
へ
と
実
質
的
に
性
格
が
変
化

す
る
こ
と
に
な
）
83
（

る
。

　
こ
れ
ら
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
リ
バ
ラ
ン
ス
と
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
義
務
の
履
行
確
保
の
枠
組
と
の
親
和
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
バ

ラ
ン
ス
は
、
Ｓ
Ｇ
協
定
違
反
を
前
提
と
す
る
旨
の
制
約
を
設
け
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
の
手
続
と
連
動
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る

履
行
確
保
の
枠
組
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
て
問
題
と
な
る
の
が
、
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
二
項
で
は
、
リ
バ
ラ
ン
ス
が
「
実
質
的
に
等
価
値
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（substantially equivalent

）」
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
直
感
的
に
は
、
譲
許
等
の
停
止
が
「
同
等
な

（equivalent

）」
も
の
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
リ
バ
ラ
ン
ス
は
、
他
の
加
盟
国
の
義
務
の
履
行
を
確
保
す
る
措
置
と
し
て
の
色
彩
よ

り
も
、
他
の
加
盟
国
の
行
為
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
る
加
盟
国
を
救
済
し
、
相
互
の
利
益
の
均
衡
を
図
る
措
置
と
し
て
の
色
彩
が
強
く
な

る
と
捉
え
ら
れ
る
。
同
等
性
を
堅
持
す
る
と
、「
違
反
の
程
度
」
や
状
況
に
応
じ
た
柔
軟
な
対
応
が
困
難
と
な
り
、
履
行
の
促
進
に
重
点

を
置
い
た
拡
大
的
、
裁
量
的
な
譲
許
等
の
停
止
を
認
め
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
実
質
的
に
等
価
値
」
の
基
準

の
採
用
は
、
リ
バ
ラ
ン
ス
が
譲
許
の
均
衡
の
維
持
（
相
互
主
義
の
維
持
）
と
し
て
の
性
格
を
保
持
し
続
け
る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
要

因
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
二
項
が
「
実
質
的
に
等
価
値
」
の
要
件
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ

き
か
。
次
章
で
は
当
該
論
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
な
お
、
当
該
文
言
の
検
討
に
際
し
て
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
三
条
及
び
Ｄ
Ｓ
Ｕ
に
規
定

さ
れ
る
協
定
違
反
一
般
に
対
す
る
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
と
併
せ
て
検
討
を
行
う
。

四
　
同
等
性
要
件

　「
実
質
的
に
等
価
値
（substantially equivalent

）」
の
文
言
の
存
在
は
、
協
定
違
反
を
根
拠
と
す
る
リ
バ
ラ
ン
ス
が
、
対
抗
的
な
譲
許
等

の
停
止
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
に
認
識
さ
せ
る
要
因
と
な
り
う
る
が
、
実
は
、
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止

に
お
い
て
も
、
無
効
化
又
は
侵
害
の
程
度
と
「
同
等
（equivalent to
）」
か
否
か
が
基
準
と
さ
れ
て
い
る
（
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
二
条
四
項
、
以
下
、

equivalence

を
用
い
る
要
件
を
「
同
等
性
要
件
」
と
称
す
る
）。
厳
密
に
言
う
と
、
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
に
お
い
て
も
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・

ラ
ウ
ン
ド
後
の
Ｄ
Ｓ
Ｕ
の
制
定
に
よ
り
規
定
の
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
は
本
稿
で
は
詳
し
く
論
じ
な
い
）
84
（
が
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第

二
二
条
で
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
三
条
規
定
の
「
適
当
な
」
で
は
な
く
、
無
効
化
又
は
侵
害
の
程
度
と
「
同
等
」
で
あ
る
こ
と
が
基
準
と
し

て
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
結
果
的
に
は
、
リ
バ
ラ
ン
ス
と
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
と
は
同
等
性
要
件
で
統
一
さ
れ
て
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お
り
、
一
貫
性
が
保
た
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
同
等
性
要
件
へ
と
統
一
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
措
置
の
目
的
（
履
行
確
保
か

相
互
主
義
の
維
持
か
）
を
不
透
明
に
す
る
。
ま
ず
は
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
に
お
け
る
議
論
を
概
観
し
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
検
討
に
際
し
て
の
参
考
と 

す
る
。

㈠
　
同
等
性
要
件
の
趣
意

1　

対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
に
お
け
る
同
等
性
要
件

　
Ｄ
Ｓ
Ｕ
に
規
定
さ
れ
る
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
に
お
い
て
も
同
等
性
要
件
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
該
措
置
の
目
的
の
理
解
を
巡

る
論
争
を
喚
起
す
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
先
で
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
客
観
化
を
踏
ま
え
る
と
、
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
の
目

的
は
、
紛
争
解
決
機
関
の
勧
告
又
は
裁
定
の
「
履
行
の
促
進
（induce com

pliance

）」
と
理
解
さ
れ
、
そ
れ
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
設
立
協
定
及
び
Ｄ

Ｓ
Ｕ
の
各
規
定
、
並
び
に
全
体
的
な
枠
組
に
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
）
85
（
る
。
し
か
し
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
に
お
け
る
譲
許
等
の
停
止
の
目
的
を
「
履

行
の
促
進
」
と
捉
え
る
こ
と
は
、
同
等
性
を
基
準
と
す
る
理
由
の
説
明
を
困
難
に
す
る
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
譲
許
停
止
仲
裁
裁
定
（
以

下
、
仲
裁
裁
定
）
で
は
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
の
目
的
は
「
履
行
の
促
進
」
と
判
断
さ
れ
て
き
た
）
86
（

が
、
同
時
に
、
一
貫
し
て
同
等
性
基
準
を
堅
持
す
る

解
釈
が
展
開
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
仲
裁
人
自
身
も
「
ど
の
よ
う
な
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
不
透
明
」
と
迷
い
も
見
せ
る
例
も
見
ら

れ
）
87
（

た
。
学
説
に
お
い
て
も
、
硬
直
的
な
同
等
性
基
準
の
存
在
は
見
解
の
相
違
を
生
む
要
因
と
な
っ
て
い
）
88
（

る
。

　
た
だ
し
、
譲
許
等
の
停
止
が
無
効
化
又
は
侵
害
と
同
等
な
譲
許
等
の
停
止
に
限
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
履
行
の
促
進
」
が
期

待
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
は
な
い
。
次
の
二
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
第
一
に
、
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
は
、
参
加
拡
大
に
よ
る

「
共
同
体
圧
力
（com

m
unity pressure

）」
を
強
化
さ
せ
う
）
89
（
る
。
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
に
よ
り
利
害
関
係
者
が
拡
大
し
、
そ
れ
ら
関
係

者
が
違
反
国
を
履
行
へ
と
促
す
圧
力
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
の
効
果
は
措
置
自
体
の
直
接
的
な
効
果
と
、
共
同

体
圧
力
に
よ
る
間
接
的
な
効
果
の
双
方
を
通
じ
て
履
行
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
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第
二
に
、
譲
許
等
の
停
止
を
行
う
国
に
は
停
止
の
対
象
産
品
に
関
し
て
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
二
条
三
項
の

ク
ロ
ス
リ
タ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
制
約
下
で
）。
そ
の
結
果
、
譲
許
等
の
停
止
の
実
施
国
は
、
違
反
国
に
と
っ
て
経
済
的
あ
る
い
は
政
治
的
な
理

由
か
ら
都
合
の
悪
い
分
野
や
製
品
を
対
象
に
狙
い
撃
ち
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ゆ
え
に
、
譲
許
等
の
停
止
が
同
等
な
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
実
際
の
措
置
の
内
容
次
第
で
は
効
果
が
増
幅
し
う
）
90
（
る
。

　
反
対
に
、
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
を
無
効
化
又
は
侵
害
の
程
度
と
同
等
な
も
の
に
限
定
す
る
こ
と
自
体
に
も
一
定
の
合
理
性
が
存
在

す
る
。
そ
も
そ
も
、
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
に
は
、
実
施
国
に
お
け
る
経
済
厚
生
の
低
下
に
つ
な
が
る
、
経
済
力
の
乏
し
い
途
上
国
で

は
相
手
国
に
十
分
な
脅
威
が
与
え
ら
れ
な
い
、
貿
易
自
由
化
と
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
目
的
に
逆
行
す
る
、
何
ら
非
難
さ
れ
る
べ
き
理
由
の
な
い
産

業
が
譲
許
等
の
停
止
の
標
的
と
な
る
等
の
問
題
が
指
摘
で
き
）
91
（
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
欠
陥
を
有
す
る
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
に
お
い
て
、

そ
れ
を
拡
張
す
る
こ
と
は
そ
の
欠
陥
を
も
増
幅
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
ず
、
必
ず
し
も
有
益
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
は
限
ら
な
い
。

対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
が
有
す
る
負
の
側
面
を
抑
制
す
る
効
果
も
、
同
等
性
要
件
の
背
景
に
は
存
在
す
る
の
で
あ
）
92
（
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
同
等
性
要
件
に
履
行
促
進
の
効
果
や
合
理
性
が
確
認
さ
れ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
当
該
要
件
に
固
執
し
柔
軟
性
を
排

除
す
る
限
り
、
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
が
履
行
促
進
の
効
果
を
十
分
に
発
揮
で
き
な
い
事
態
の
発
生
が
予
想
さ
れ
）
93
（
る
。
履
行
の
促
進
の

た
め
に
は
補
助
金
協
定
第
四
条
一
〇
項
の
「
適
当
な
」
の
解
釈
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
な
裁
量
的
な
判
断
が
必
要
な
場
合
も
想
定
さ
れ

る
）
94
（
が
、
仲
裁
裁
定
で
は
同
等
性
要
件
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
拡
大
的
な
譲
許
等
の
停
止
の
認
可
が
避
け
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
。

　
こ
れ
ら
各
規
定
や
仲
裁
裁
定
を
総
合
的
に
判
断
す
る
と
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
は
「
履
行
の
促
進
」
と
い
う
目
的
を
中
心
に
据
え
つ
つ
も
、
同
等
性

要
件
の
制
約
の
中
で
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
制
度
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、「
履
行
の
促
進
」
を
唯
一
の
目
的
と
す

る
の
で
は
な
く
、
状
況
に
よ
っ
て
は
バ
ラ
ン
ス
の
回
復
に
留
ま
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
）
95
（
る
。
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2　

リ
バ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
同
等
性
要
件

　
翻
っ
て
、
Ｓ
Ｇ
協
定
に
お
け
る
リ
バ
ラ
ン
ス
を
見
て
み
る
と
、
先
で
論
じ
た
、
同
等
性
が
基
準
と
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
履
行
を
促
進

す
る
効
果
は
存
在
す
る
と
の
論
理
は
、
Ｓ
Ｇ
協
定
違
反
の
認
定
が
Ｄ
Ｓ
Ｕ
の
手
続
を
経
る
の
で
あ
れ
ば
、
リ
バ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
そ
の

ま
ま
当
て
は
ま
る
。
リ
バ
ラ
ン
ス
に
よ
り
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
影
響
が
措
置
発
動
国
に
お
け
る
他
分
野
の
産
業
に
ま
で
及
ぶ
と
、
利

害
関
係
者
は
増
加
し
、
参
加
拡
大
に
よ
る
圧
力
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
具
体
的
な
対
象
と
内
容
に
は
リ
バ 

ラ
ン
ス
実
施
国
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
た
）
96
（
め
、
内
容
次
第
で
強
力
な
措
置
に
も
な
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
面
で
も
リ
バ
ラ
ン
ス
は
Ｗ
Ｔ

Ｏ
の
履
行
確
保
の
枠
組
の
中
に
収
ま
り
う
る
。

　
他
方
で
、
同
等
性
基
準
に
依
拠
す
る
以
上
、
履
行
の
促
進
の
面
で
の
限
界
も
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
場
合

で
あ
れ
ば
、
協
定
に
反
す
る
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
、
リ
バ
ラ
ン
ス
を
適
用
さ
れ
つ
つ
も
な
お
維
持
さ
れ
る
状
況
が
該
当
す
）
97
（

る
。
こ
こ
で

重
要
な
の
は
、
リ
バ
ラ
ン
ス
は
、
形
式
的
に
は
Ｓ
Ｇ
協
定
違
反
に
対
す
る
対
抗
的
な
措
置
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
質
的
に
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ

規
定
違
反
に
対
す
る
対
抗
的
な
措
置
で
あ
る
点
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
同
等
性
要
件
に
基
づ
く
リ
バ
ラ
ン
ス
は
、
Ｓ
Ｇ
協
定
に
反
す
る
セ
ー

フ
ガ
ー
ド
措
置
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
義
務
の
不
履
行
の
維
持
を
許
容
し
つ
つ
利
益
の
均
衡
性
の
維
持
を
図
る
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
に
お
け

る
主
観
性
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
リ
バ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
同
等
性
基
準
の
堅
持
に
よ
り
、
相
互
主
義
が
顕
在
化
し
う

る
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
手
続
が
前
提
と
な
る
の
で
、
司
法
的
な
手
続
を
経
た
上
で
の
相
互
主
義
の
実
現
と
な
る
）。

　
こ
の
よ
う
に
、
同
等
性
要
件
の
存
在
に
よ
り
、
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
も
リ
バ
ラ
ン
ス
も
、
履
行
促
進
の
た
め
の
措
置
と
し
て
貫
徹

す
る
こ
と
を
困
難
と
す
）
98
（

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
国
際
法
に
お
け
る
比
例
性
原
則
（
均
衡
性
原
則
）
の
議
論
と
対
比
的
な
分
析
を
通
じ
て
、

も
う
少
し
検
討
し
た
い
。
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㈡
　
同
等
性
要
件
と
比
例
性
原
則

　
国
際
法
上
の
「
対
抗
措
置
」
に
お
い
て
）
99
（

は
、
そ
の
例
外
性
を
確
保
す
る
た
め
の
抑
制
機
能
と
し
て
比
例
性
原
則
（
均
衡
性
原
則
）
は
重

要
な
役
割
を
果
た
）
100
（

す
。
協
定
違
反
に
対
す
る
返
報
と
し
て
の
違
反
措
置
と
の
リ
バ
ラ
ン
ス
の
性
質
に
着
目
す
る
と
、
当
該
措
置
も
比
例
性

原
則
の
射
程
に
収
ま
る
こ
と
に
な
）
101
（
る
。
Ｄ
Ｓ
Ｕ
に
規
定
さ
れ
る
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
も
同
様
で
あ
る
。

　
一
般
的
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
と
対
比
さ
れ
る
の
が
、「
国
際
違
法
行
為
に
対
す
る
国
家
の
責
任
に
関
す
る

条
文
」（
以
下
、
国
家
責
任
条
）
102
（

文
）
に
お
け
る
比
例
性
原
則
で
あ
）
103
（

る
。
国
家
責
任
条
文
は
、
対
抗
措
置
の
比
例
性
（
均
衡
性
）
に
関
し
て
第

五
一
条
に
お
い
て
、「
対
抗
措
置
は
、
問
題
と
な
る
国
際
違
法
行
為
お
よ
び
権
利
の
重
大
性
を
考
慮
し
つ
つ
、
被
っ
た
侵
害
と
均
衡
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
104
（
い
」
と
規
定
す
る
。
条
文
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
比
例
性
の
判
断
に
際
し
て
は
、「
被
っ
た
侵
害
」（
量
的
要

素
）
と
「
国
際
違
法
行
為
お
よ
び
権
利
の
重
大
性
」（
質
的
要
素
）
と
が
考
慮
要
素
と
さ
れ
）
105
（

る
。
量
的
、
質
的
要
素
を
考
慮
す
る
姿
勢
は
、

国
際
裁
判
に
お
け
る
過
去
の
判
断
と
整
合
的
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
も
、
損
害
を
基
礎
に
し
つ
つ
も
、
背
景
に
あ
る
問
題
の
重
要
）
106
（
性

や
問
題
と
さ
れ
る
権
）
107
（

利
を
考
慮
す
る
等
、
質
的
な
側
面
か
ら
も
比
例
性
を
判
断
す
る
例
が
見
ら
れ
る
。

　
か
か
る
国
家
責
任
条
文
の
規
定
と
対
比
的
に
捉
え
る
と
、
同
等
性
を
基
準
と
す
る
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
二
条
の
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
や
Ｓ

Ｇ
協
定
の
リ
バ
ラ
ン
ス
は
、
質
的
要
素
の
考
慮
を
排
除
す
る
非
裁
量
性
に
そ
の
特
徴
が
確
認
さ
れ
る
。
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停

止
に
お
い
て
、
質
的
要
素
を
含
む
余
地
が
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
明
確
に
当
該
要
素
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
は
、
履
行
促
進
と
し
て
の
機
能

の
完
遂
を
目
指
す
枠
組
で
は
な
い
と
理
解
す
る
根
拠
と
な
り
え
る
。
と
り
わ
け
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
い
て
は
中
央
集
権
的
な
紛
争
解
決
制
度
が

予
定
さ
れ
て
お
り
、
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
の
濫
用
や
過
剰
化
の
懸
念
は
薄
か
っ
た
に
も
拘
ら
）
108
（

ず
、
同
等
性
要
件
が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
着
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
で
は
、
処
罰
ま
で
に
は
至
ら
ず
と
も
、
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
に
幾
ら
か
の
柔
軟
性
を
含
ま

せ
る
こ
と
で
違
反
行
為
の
中
止
を
促
す
枠
組
を
構
築
す
る
こ
と
が
選
択
肢
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
あ
え
て
採
用
し
て
い
な
い
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の
で
あ
る
。
更
に
付
言
す
る
と
、
譲
許
停
止
仲
裁
は
、
ク
ロ
ス
リ
タ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
審
査
を
除
け
ば
、
同
等
性
の
審
査
に
特
化
さ
れ
て

お
り
（
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
二
条
七
項
）、
譲
許
等
の
停
止
全
般
の
審
査
で
は
な
く
同
等
性
の
審
査
の
手
続
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
仲
裁
は
、

違
反
行
為
の
撤
回
の
た
め
に
同
等
以
上
の
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
の
必
要
性
が
予
見
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
利
益
の
バ
ラ

ン
ス
の
回
復
に
限
定
さ
せ
る
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
二
条
の
対
抗
的
な
譲
許
等
の

停
止
や
Ｓ
Ｇ
協
定
の
リ
バ
ラ
ン
ス
を
、
バ
ラ
ン
ス
の
回
復
に
留
ま
ら
せ
る
措
置
と
し
て
位
置
づ
け
る
余
地
が
確
認
さ
れ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
対
応
と
し
て
の
リ
バ
ラ
ン
ス
が
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
期
に
お
け
る
実
績
や
議
論
を
受
け
て
、
Ｓ
Ｇ
協
定
に

お
い
て
制
約
を
課
さ
れ
た
こ
と
が
、
相
互
主
義
を
実
現
す
る
役
割
を
担
う
措
置
か
ら
Ｓ
Ｇ
協
定
の
履
行
確
保
と
し
て
の
措
置
へ
と
そ
の
性

格
を
変
容
さ
せ
、
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
と
し
て
の
性
格
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
旨
を
指
摘
し
た
。
と
り
わ
け
、
リ
バ
ラ
ン
ス
は
Ｄ
Ｓ

Ｕ
第
二
三
条
と
併
せ
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
履
行
確
保
の
枠
組
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
二
条
に
規

定
さ
れ
る
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
と
親
和
的
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
程
度
に
つ
い
て
は

―
再
び
、
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
と
同
様
に

―
違
反
措
置
の

質
的
要
素
の
考
慮
を
排
除
す
る
同
等
性
要
件
が
採
用
（
継
受
）
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
該
基
準
の
堅
持
は
、
そ
れ
ら
の
措
置
の
目
的

が
絶
対
的
な
履
行
の
促
進
と
捉
え
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
要
因
と
な
る
。
あ
る
種
の
堂
堂
巡
り
に
近
い
議
論
で
は
あ
る
が
、
履
行
促
進
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
に
組
み
込
ま
れ
た
リ
バ
ラ
ン
ス
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
同
等
性
要
件
の
存
在
に
よ
り
、
利
益
の
均
衡
の
回
復
と
し
て
の
（
ま

さ
に
リ
バ
ラ
ン
ス
と
し
て
の
）
措
置
へ
と
原
点
回
帰
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
リ
バ
ラ
ン
ス
を
含
む
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
履
行
確
保
の
た
め
の
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
が
厳
格
な
同
等
性
基
準
の
下
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
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違
反
状
態
の
維
持
と
代
償
な
い
し
対
抗
的
な
措
置
に
よ
る
解
決
と
い
う
二
国
間
の
利
益
調
整
に
よ
る
主
観
的
な
解
決
に
事
実
上
の
途
を
開

く
こ
と
に
な
る
（
た
だ
し
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
に
お
い
て
は
紛
争
解
決
手
続
を
経
て
い
る
点
で
明
確
な
違
い
が
あ
る
）。
た
し
か
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
か
か
る

事
態
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
期
（
特
に
後
期
）
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
解
決

が
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
主
観
的
な
解
決
の
余
地
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、

客
観
性
と
主
観
性
の
狭
間
で
そ
の
制
度
を
維
持
し
て
い
る
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
特
性
の
表
わ
れ
と
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
同
等
性
要
件
は
解
釈
の

柔
軟
性
の
余
地
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
解
釈
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
性
格
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
同
等
性
要
件
に

関
す
る
更
な
る
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）  M

. M
atsu

sh
ita, T. J. S

ch
o

en
bau

M, P. C. M
av

ro
id

is, t
h

e W
o

rld t
rad

e o
rg

an
izatio

n: l
aW, P

ractice, &
 P

o
licy, 2

n
d ed. 458 

（2006

）.

（
2
）  

Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
へ
の
移
行
が
有
す
る
意
味
を
Ｓ
Ｇ
協
定
一
般
に
関
し
て
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
川
瀬
剛
志
「
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
政
治
的
機
能
と

後
退

―
Ｗ
Ｔ
Ｏ
設
立
後
の
状
況
を
め
ぐ
っ
て
」
法
学
研
究
第
七
六
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
五
〇
一
頁
以
下
、
北
村
朋
史
「
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
制

度
の
解
釈
実
行
の
評
価
に
関
す
る
一
考
察

―
国
際
自
由
貿
易
秩
序
の
性
格
変
容
の
観
点
か
ら
」
国
際
関
係
論
研
究
第
二
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）

五
五
頁
以
下
。

（
3
）  M

atsu
sh

ita et al., supra note 1, at 459.

（
4
）  

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
制
度
の
目
的
に
関
す
る
議
論
は
、
例
え
ば
、
泉
水
文
雄
「
経
済
法
学
か
ら
見
た
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
」
日
本
国
際
経
済
法
学
会
年
報

第
一
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
四
六
頁
以
下
。

（
5
）  

「
対
抗
措
置
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
本
稿
で
論
ず
る
よ
う
に
、
国
際
法
に
お
け
る
「
対
抗
措
置
」
と
は
同
質
と
は
限
ら
な
い
た
め
、

川
瀬
剛
志
「「
実
質
的
に
等
価
値
の
譲
許
」
の
停
止

―
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
協
定
第
八
条
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
荒
木
一
郎
・
川
瀬
剛
志
編
著
『
Ｗ
Ｔ

Ｏ
体
制
下
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
五
二
頁
に
倣
っ
て
リ
バ
ラ
ン
ス
と
表
現
す
る
。

（
6
）  A. O. s

ykes, t
h

e W
TO

 a
g

reeM
en

t o
n s

afeg
u

ard
s: A c

o
M

M
en

tary 12 （2006

）.

（
7
）  Id., at 246, M

. R. N
icely &

 D. T. H
ardin, A

rticle 8 of the W
TO

 Safeguards A
greem

ent: Reform
ing the Right to Rebalance, 23
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（3

） st. Jo
h

n

’s J. l
eg

al c
o

M
M

en
t. 699, 710 （2008

）.

（
8
）  

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
に
お
け
る
最
恵
国
待
遇
の
適
用
の
目
的
の
一
つ
に
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
濫
用
の
防
止
が
挙
げ
ら
れ
る
。See, eg., M

. C. 
E. J. b

ro
n

ckers, s
electiv

e s
afeg

u
ard M

easu
res in M

u
ltilateral t

rad
e r

elatio
n

s: issu
es o

f P
ro

tectio
n

isM in g
ATT, e

u
ro

Pean 
c

o
M

M
u

n
ity &

 u
n

ited s
tates l

aW 69 （1985

）.
（
9
）  
相
互
主
義
が
実
現
さ
れ
る
必
要
性
が
あ
っ
た
か
は
疑
わ
れ
る
が
（
柳
赫
秀
『
ガ
ッ
ト
一
九
条
と
国
際
通
商
法
の
機
能
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
四
年
）
一
〇
一
頁
以
下
）、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
（
Ｓ
Ｇ
協
定
に
お
け
る
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
）
と
比
較
す
る
と
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第

一
九
条
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
特
徴
は
総
じ
て
相
互
主
義
及
び
主
観
性
に
見
出
さ
れ
る
。

（
10
）  J. H

. Jackso
n, W

o
rld t

rad
e &

 th
e l

aW o
f g

ATT 166 -171 （1969

）.

（
11
）  

例
え
ば
、
米
国
ス
ー
パ
ー
フ
ァ
ン
ド
法
事
件
に
お
け
る
理
事
会
で
の
事
務
局
長
法
律
顧
問
意
見
。C/M

/220, at 35.

（
12
）  Y. S. l

ee, s
afeg

u
ard M

easu
res in W

o
rld t

rad
e: t

h
e l

eg
al a

n
alysis 2

n
d ed. 107 （2005

）.

（
13
）  J. H

. Jackso
n, t

h
e W

o
rld t

rad
in

g s
ysteM: l

aW &
 P

o
licy o

f in
tern

atio
n

al e
co

n
o

M
ic r

elatio
n

s 2
n

d ed. 194 （1997

）.

（
14
）  

柳
・
前
掲
注
（
９
）、
一
〇
四
頁
。

（
15
）  

途
上
国
の
リ
バ
ラ
ン
ス
の
能
力
の
欠
如
に
つ
い
て
は
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
で
も
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
。Eg., M

TN. G
N
G
/N

G
9/1 

（Apr. 8, 1987

）, at 3.

（
16
）  M

TN. G
N
G
/N

G
9/W

/7 

（Sep. 7, 1987
）, at 10 -49. 

も
っ
と
も
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
内
容
の
選
定
は
先
進
国
に
と
っ
て
も
困
難
を
伴
う
旨
が

指
摘
さ
れ
て
い
た
。
後
掲
注
（
24
）
参
照
。

（
17
）  s

ykes, supra note 6, at 15.

（
18
）  J. Tum

lir, Em
ergency Protection against Sharp Increases in Im

ports, in in s
earch o

f a n
eW W

o
rld e

co
n

o
M

ic o
rd

er 260, 262 

（H
. Cobert &

 R. Jackson eds., 1974

）, T. R. G
raham

, Reform
ing the International Trading System

: The Tokyo Round Trade  
N
egotiations in the Final Stage, 12 c

o
rn

ell in
t

’l L. J. 1, 24 （1979

）.

（
19
）  

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
各
貿
易
救
済
措
置
及
び
Ｖ
Ｅ
Ｒ
の
数
の
経
年
変
化
に
つ
い
て
は
、B. M

. h
o

ekM
an &

 M
. M

. k
o

stecki, t
h

e P
o

litical 
e

co
n

o
M

y o
f th

e W
o

rld t
rad

in
g s

ysteM: t
h

e W
TO

 &
 b

eyo
n

d 3
rd ed. 416 （2009

）。

（
20
）  

輸
出
自
主
規
制
等
の
抑
制
の
必
要
性
は
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
の
開
始
時
に
は
多
く
の
加
盟
国
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
。See, T. P. s

te- 
W

art, t
h

e G
ATT u

ru
g

u
ay r

o
u

n
d: A n

eg
o

tiatin
g h

isto
ry （1986 -1992

） 1769 -1771 （1993

）, s
ykes, supra note 6, at 25 -26.
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（
21
）  

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
選
択
的
適
用
に
関
す
る
論
考
と
し
て
は
、
川
瀬
剛
志
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
協
定
に
お
け
る
選
択
適
用

―
ク
ォ
ー
タ
・

モ
デ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
条
項
の
検
討
と
評
価
」
商
大
論
集
第
四
八
巻
一
号
（
一
九
九
六
年
）
一
頁
以
下
。

（
22
）  

荒
木
一
郎
「
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
制
度
の
沿
革
、
現
状
及
び
問
題
点
」
荒
木
一
郎
・
川
瀬
剛
志
編
著
『
Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
下
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
』（
東
洋

経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
四
年
）
八
頁
。

（
23
）  M

TN
/SG

/W
/14 （July 26, 1976

）, at 2.

（
24
）  M

TN
/SG

/W
/18 （N

ov. 16, 1976

）, at 4.

（
25
）  N

TG
/SG

/W
/47 

（Apr. 11, 1979

）, Chap.7. See also, M
TN

/SG
/W

/11 

（July 16, 1976

）, at 2, M
TN

/SG
/W

/14 

（July 26, 1976

）, 
at 2, M

TN
/SG

/W
/18 （N

ov. 16, 1976

）, at 4.

（
26
）  M

TN. G
N
G
/N

G
9/W

/3 （M
ay 25, 1987

）, para. 11.

（
27
）  M

TN. G
N
G
/N

G
9/W

/15 （M
ar. 21, 1988

）, para. 9.

（
28
）  

そ
れ
以
前
に
ス
イ
ス
に
よ
り
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
レ
ジ
ー
ム
違
反
に
対
す
る
集
団
的
な
制
裁
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。M

TN. G
N
G
/

N
G
9/W

/10 （O
ct. 5, 1987

）, para. 8.

（
29
）  M

TN. G
N
G
/N

G
9/W

/24/Rev.1 （June 26, 1989

）, at 3.

（
30
）  Ibid.

（
31
）  M

TN. G
N
G
/N

G
9/W

/25 （June 27, 1989
）, paras. 23

（d

） & （e

）.

（
32
）  Id., para. 25.

（
33
）  M

TN. G
N
G
/N

G
9/W

/25/Rev.2 （July 13, 1990
）, para. 18.

（
34
）  M

TN. G
N
G
/N

G
9/W

/25/Rev.3 （O
ct. 31, 1990

）, para. 19.

（
35
）  s

teW
art, supra note 20, at 1798.

（
36
）  M
TN. G

N
G
/N

G
9/W

/25 

（June 27, 1989

）, paras. 23

（d
） &

 25. 

た
だ
し
、
本
議
長
案
で
は
、
構
造
調
整
の
開
始
期
限
と
連
動
す
る
規
定

が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

（
37
）  M

TN. G
N
G
/N

G
9/W

/4 （M
ay 25, 1987

）, at 4, M
TN. G

N
G
/N

G
9/W

/8 （O
ct. 5, 1987

）, at 9 &
 15, M

TN. G
N
G
/N

G
9/2 （June 25, 

1987

）, at 3. 

Ｅ
Ｃ
も
三
年
と
の
数
字
を
提
示
し
て
い
る
。M

TN. G
N
G
/N

G
9/W

/24/Rev.1 （June 26, 1989

）, at 5.

（
38
）  M

TN. G
N
G
/N

G
9/W

/25/Rev.2 （July 13, 1990

）, paras. 9 &
 18.
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（
39
）  M

TN. G
N
G
/N

G
9/W

/25/Rev.3 （O
ct. 31, 1990

）, paras. 9 &
 19.

（
40
）  M

TN. G
N
G
/RM

/W
/3 （June 6, 1991

）, para. 10.
（
41
）  

交
渉
中
は
、
リ
バ
ラ
ン
ス
に
制
約
を
課
す
こ
と
に
慎
重
な
意
見
も
見
ら
れ
た
。M

TN. G
N
G
/N

G
9/13 （D

ec. 12, 1989

）, paras. 13 -17.
（
42
）  M

TN. G
N
G
/N

G
9/W

/23 （June 13, 1989

）, at 5.
（
43
）  S. l

ester, B. M
ercu

rio, A. d
av

ies &
 K. l

eitn
er, W

o
rld t

rad
e l

aW: t
ext, M

aterials &
 c

o
M

M
en

tary 552 （2008

）.

（
44
）  M

. Bronckers, N
ondiscrim

ination in the W
orld Trade O

rganization Safeguards A
greem

ent: A
 European Perspective, in l

aW 
&
 e

co
n

o
M

ics o
f c

o
n

tin
g

en
t P

ro
tectio

n in in
tern

atio
n

al t
rad

e 367, 369 

（K. W
. Bagw

ell, G. A. Berm
ann &

 P. C. M
avroidis 

eds., 2010
）.

（
45
）  

Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
の
下
に
お
い
て
も
、
即
時
的
な
代
償
の
提
供
は
可
能
で
あ
る
が
、
リ
バ
ラ
ン
ス
に
三
年
間
の
制
約
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
代
償
も
提
供
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
鈴
木
英
夫
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
協
定
に
関
す
る
行
政
面
か
ら
の
考

察
」
日
本
国
経
済
法
学
会
年
報
第
一
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
九
五
頁
。

（
46
）  

柳
・
前
掲
注
（
９
）、
二
〇
一
頁
以
下
参
照
。

（
47
）  

柳
赫
秀
「
国
際
経
済
法
学
か
ら
見
た
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
制
度

―
Ｗ
Ｔ
Ｏ
出
帆
後
の
問
題
状
況
を
め
ぐ
っ
て
」
日
本
国
際
経
済
法
学
会
年
報
第 

一
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
三
七
頁
。

（
48
）  

た
だ
し
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
一
九
条
の
有
効
性
が
喪
失
し
た
わ
け
で
は
な
い
点
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。See, Appellate Body Report, A

rgen-
tina - Safeguard M

easures on Im
ports of Footwear, W

T/D
S121/AB/R （D

ec. 4, 1999

）﹇hereinafter, Argentina - Footw
ear SG

﹈, 
paras. 79 -84.

（
49
）  K. W

. d
aM, t

h
e G

ATT: l
aW &

 in
tern

atio
n

al e
co

n
o

M
ic o

rg
an

izatio
n 80 -81 （1970

）.

（
50
）  

も
っ
と
も
、
最
恵
国
待
遇
の
存
在
に
着
目
す
れ
ば
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
自
体
も
多
角
性
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
伊
藤
一
頼
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争

処
理
に
お
け
る
対
抗
立
法
の
意
義
と
射
程
」
日
本
国
際
経
済
法
学
会
年
報
第
一
六
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
九
頁
。

（
51
）  

前
掲
注
（
50
）
に
お
け
る
議
論
と
同
様
に
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
に
つ
い
て
も
無
差
別
原
則
を
通
じ
た
多
角
性
が
存
在
す
る
た
め
、
厳
密
に
は
、
Ｇ

Ａ
Ｔ
Ｔ
第
一
九
条
で
は
、
多
角
性
と
相
互
主
義
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
柳
・
前
掲
注
（
９
）、
一
〇
三
、
一
一
一
頁
参
照
。

（
52
）  

本
稿
で
は
、
こ
の
表
現
は
小
寺
彰
『
Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
の
法
構
造
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
五
三
頁
に
倣
っ
て
用
い
る
。
岩
沢
雄

司
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
紛
争
処
理
の
国
際
法
上
の
意
義
と
特
質
」
国
際
法
学
会
編
『
日
本
と
国
際
法
の
一
〇
〇
年
・
第
九
巻 

紛
争
の
解
決
』（
三
省
堂
、
二
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〇
〇
一
年
）
二
二
九
頁
も
参
照
。
ま
た
、「
公
益
機
関
（public institution

）」
へ
の
変
容
と
の
表
現
で
「
客
観
化
」
と
同
様
の
傾
向
を
指
摘
す

る
論
者
と
し
て
、K. W

. Abbott, G
ATT as a Public Institution: the U

ruguay Round and Beyond, 18 

（1

） b
ro

o
klyn J. in

t

’l L. 31 

（1992

）.
（
53
）  
従
っ
て
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
と
、
譲
許
の
修
正
を
規
定
す
る
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
八
条
と
の
相
似
性
は
喪
失
し
、
も
は
や
並
列
的
な
理
解
は
不
可
能
と

考
え
ら
れ
る
。

（
54
）  
北
村
・
前
掲
注
（
２
）、
七
二
頁
。

（
55
）  

Ｓ
Ｇ
協
定
第
一
四
条
を
根
拠
に
、
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
に
も
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
が
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
な
お
、
Ｓ
Ｇ
協
定
は
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
附

属
書
二
記
載
の
「
特
別
又
は
追
加
の
規
則
及
び
手
続
」
に
含
ま
れ
て
い
な
い
（
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
一
条
二
項
参
照
）。

（
56
）  

川
瀬
・
前
掲
注
（
５
）、
一
七
一
頁
、
鈴
木
・
前
掲
注
（
45
）、
九
九
頁
、Y. S. Lee, Critical Issues in the A

pplication of the W
TO

 Rules  
on Safeguards: In the Light of the Recent Panel Reports and the A

ppellate Body D
ecision, 34

（2

） J. W
o

rld t
rad

e 131, 146 

（2000

）。
Ｄ
Ｓ
Ｕ
手
続
を
経
る
こ
と
に
対
し
て
賛
意
を
示
し
て
い
る
加
盟
国
は
多
い
。See, G

/SG
/M

/18 

（Feb. 11, 2002

）, at 9, G
/SG

/
M

/19 （O
ct. 16, 2002

）, at 15 -16.

（
57
）  

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ウ
ェ
ル
ナ
ー
、
牧
原
秀
樹
「
ア
メ
リ
カ
鉄
鋼
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
に
対
す
る
欧
州
委
員
会
の
対
応
と
そ
の
評
価
」
貿
易
と
関
税
五
〇

巻
八
号
（
二
〇
〇
二
年
）
四
三
頁
、M

. J. H
ahn, Balancing or Bending? U

nilateral Reactions to Safeguard M
easure, 39

（2

） J. 
W

o
rld t

rad
e 301, 320 -325 

（2005

）, R. Raith, Suspension of Concessions and Retaliation under the A
greem

ent on Safeguards: 
The Recent U

S - Steel Safeguard Case, in k
ey issu

es in W
TO

 d
isPu

te s
ettleM

en
t: t

h
e f

irst t
en y

ears 232, 237 -239 （R. Ye-
rxa &

 B. W
ilson, eds., 2005

）, N
icely &

 H
ardin, supra note 7, at 727

。

（
58
）  

パ
ネ
ル
の
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
の
理
解
か
ら
も
、
一
方
的
な
リ
バ
ラ
ン
ス
は
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
三
条
と
抵
触
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。See, Panel Re-

port, European Com
m
unities - M

easures A
ffecting Trade in Com

m
ercial Vessels, W

T/D
S301/R （Apr. 22, 2005

）, para. 7.196.

（
59
）  s

ykes, supra note 6, at 248.

（
60
）  

後
掲
注
（
98
）
参
照
。

（
61
）  

前
掲
注
（
56
）
参
照
。

（
62
）  

川
瀬
・
前
掲
注
（
５
）、
一
七
一
頁
以
下
参
照
、N

icely &
 H

ardin, supra note 7, at 754

。

（
63
）  

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
委
員
会
に
お
け
る
議
論
で
の
Ｅ
Ｃ
の
立
場
（G

/SG
/M

/19 

（O
ct. 16, 2002

）, at 16

）、
あ
る
い
は
米
国
鉄
鋼
Ｓ
Ｇ
事
件
に
お
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け
る
日
本
の
立
場
（
川
瀬
・
前
掲
注
（
５
）、
一
六
二
頁
参
照
）。
鈴
木
・
前
掲
注
（
45
）、
一
〇
〇
頁
も
参
照
。

（
64
）  s

ykes, supra note 6, at 248. See also, Raith, supra note 57, at 237.
（
65
）  

鈴
木
・
前
掲
注
（
45
）、
一
〇
〇
頁
。

（
66
）  s

ykes, supra note 6, at 248.
（
67
）  U

nited States - D
efinitive Safeguard M

easures on Im
ports of Certain Steel Product, W

T/D
S248/R, W

T/D
S249/R, W

T/
D
S251/R, W

T/D
S252/R, W

T/D
S253/R, W

T/D
S254/R, W

T/D
S258/R, W

T/D
S259/R （July 11, 2003

）, W
T/D

S248/AB/R, W
T/

D
S249/A

B/R, W
T/D

S251/A
B/R, W

T/D
S252/A

B/R, W
T/D

S253/A
B/R, W

T/D
S254/A

B/R, W
T/D

S258/A
B/R, W

T/D
S259/

AB/R （N
ov. 10, 2003

）﹇hereinafter, U
S - Steel SG

﹈.

（
68
）  G

/C/15, G
/SG

/44 （M
ay 21, 2002

）.

（
69
）  G

/C/10, G
/SG

/43 （M
ay 15, 2002

）.

（
70
）  

詳
し
く
は
、
内
記
香
子
「
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
に
お
け
る
「
国
内
産
業
」
の
画
定
基
準

―
産
品
の
同
種
性
に
基
づ
く
画
定
基
準
の
批
判
的
検
討
」

荒
木
一
郎
・
川
瀬
剛
志
編
著
『
Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
下
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
四
年
）
四
四
―
四
六
頁
参
照
。

（
71
）  Panel Report, U

S - Steel SG
, para. 10.709. See also, paras. 10.181 -187 &

 Appellate Body Report, U
S - Steel SG

, paras. 365 -
376.

（
72
）  

パ
ネ
ル
及
び
上
級
委
員
会
に
よ
る
産
品
及
び
産
業
の
画
定
方
法
に
も
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
産
業
の
画
定
の
問
題
は
説
得
的
な
基
準
の
実

現
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
内
記
・
前
掲
注
（
70
）、
四
九
頁
以
下
、s

ykes, supra note 6, at 143 -148

。

（
73
）  Appellate Body Report, A

rgentina - Footwear SG
, para. 131.

（
74
）  

上
級
委
員
会
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
判
断
さ
れ
る
旨
を
示
し
て
い
る
。Appellate Body Report, U

S - Steel SG
, para. 358. See also, 

Appellate Body Report, U
nited States - M

easure A
ffecting Im

ports of Certain Passenger Vehicle and Light Truck Tyres from
 

China, W
T/D

S399/AB/R （Sep. 5, 2011

）, paras. 146 -149.

（
75
）  

そ
の
認
定
は
、
Ｓ
Ｇ
協
定
第
二
条
及
び
第
四
条
に
お
け
る
解
釈
基
準
及
び
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
一
一
条
の
審
査
基
準
に
沿
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

川
瀬
・
前
掲
注
（
５
）、
一
六
五
頁
参
照
。

（
76
）  

た
だ
し
、
Ｅ
Ｃ
は
、
関
税
譲
許
の
停
止
自
体
は
即
時
的
に
実
施
し
な
が
ら
、
追
加
税
率
の
適
用
を
留
保
し
て
い
た
。Council Regulation 

（EC

） No 1031/2002, Art.1.
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（
77
）  

川
瀬
・
前
掲
注
（
５
）、
一
六
三
頁
。

（
78
）  

も
っ
と
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
同
事
件
に
お
い
て
は
「
輸
入
の
絶
対
量
の
増
加
」
の
有
無
に
関
し
て
当
事
国
間
で
見
解
が
割
れ
て
お
り
、
即
時

リ
バ
ラ
ン
ス
の
妥
当
性
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
っ
た
。

（
79
）  
一
般
的
に
は
「
対
抗
措
置
」
と
表
現
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
一
般
国
際
法
に
お
け
る
対
抗
措
置
と
区
別
す
る
た
め
、「
対
抗
的
な
譲
許
等
の

停
止
」
と
の
表
現
を
用
い
る
。

（
80
）  R. f

ish
er, iM

Pro
v

in
g c

o
M

Plian
ce W

ith in
tern

atio
n

al l
aW 25 （1981

）.

（
81
）  

阿
部
克
則
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
紛
争
解
決
機
関
勧
告
履
行
手
続
の
法
的
性
格

―
国
際
法
上
の
諸
制
度
と
の
比
較
の
観
点
か
ら
」
川
瀬
剛
志
・

荒
木
一
郎
編
著
『
Ｗ
Ｔ
Ｏ
紛
争
解
決
手
続
に
お
け
る
履
行
制
度
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
三
八
頁
。

（
82
）  

独
断
に
よ
る
リ
バ
ラ
ン
ス
の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
、「
対
抗
措
置
」
に
お
け
る
議
論
と
同
様
に
濫
用
が
危
惧
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
松
井
芳
郎

「
国
際
法
に
お
け
る
「
対
抗
措
置
」
の
概
念
」
法
政
論
集
第
一
五
四
号
（
一
九
九
四
年
）
三
五
二
頁
参
照
。

（
83
）  

こ
の
性
格
の
変
化
が
、
同
じ
譲
許
等
の
停
止
で
あ
っ
て
も
異
な
る
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
と
主
張
す
る
論
者
と
し
て
、J. Pauw

elyn, 
The Calculation and D

esign of Trade Retaliation in Context: W
hat is the G

oal of Suspending W
TO

 O
bligations? in t

h
e l

aW, 
e

co
n

o
M

ics &
 P

o
litics o

f r
etaliatio

n in W
TO

 d
isPu

te s
ettleM

en
t 34, 59 （C. P. Bow

n &
 J. Pauw

elyn eds., 2010

）。

（
84
）  

関
根
豪
政
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
法
に
お
け
る
譲
許
等
の
停
止
と
比
例
性
原
則

―
同
等
性
と
適
当
性
の
検
討
」
慶
應
法
学
第
一
九
号
（
二
〇
一
一
年
）
三

三
七
頁
以
下
参
照
。

（
85
）  J. H

. Jackson, International Law Status of W
TO

 D
ispute Settlem

ent Reports: O
bligation to Com

ply or O
ption to 

“Buy O
ut

”?, 
98 a

M. J. in
t

’l L. 109, 115 -117 （2004

）.

（
86
）  Eg., D

ecision by the Arbitrators, European Com
m
unities - Regim

e for the Im
portation, Sale and D

istribution of Bananas - 
Recourse to A

rbitration by the European Com
m
unities under A

rticle 22.6 of the D
SU

, W
T/D

S27/ARB （Apr. 9, 1999

）﹇herein-
after, EC - Banana （U

S

）﹈, para. 6.3.

（
87
）  D

ecision by the Arbitrator, U
nited States - Continued D

um
ping and Subsidy O

ffset A
ct of 2000 - Recourse to A

rbitration by 
the U

nited States under A
rticle 22.6 of the D

SU
, W

T/D
S217/ARB/BRA 

（Aug. 31, 2004

）, para. 6.4. See also, para. 3.74. 

そ
の

後
の
米
国
賭
博
サ
ー
ビ
ス
事
件
仲
裁
裁
定
で
は
、「
履
行
の
促
進
」
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。D

ecision by the Arbitrator, U
nited States - 

M
easures A

ffecting the Cross -Border Supply of G
am

bling and Betting Services - Recourse to A
rbitration by the U

nited States 
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under A
rticle 22.6 of the D

SU
, W

T/D
S258/ARB （D

ec. 21, 2007

）, para. 4.84.

（
88
）  

学
説
の
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、B. M

ercurio, W
hy Com

pensation Cannot Replace Trade Retaliation in the W
TO

 D
ispute 

Settlem
ent U

nderstanding, 8

（2

） W
o

rld t
rad

e r
ev. 315, 321 -322 （2009

）。

（
89
）  R. H

udec, Broadening the Scope of Rem
edies in W

TO
 D

ispute Settlem
ent, in iM

Pro
v

in
g W

TO
 d

isPu
te s

ettleM
en

t P
ro

ce-
d

u
res: issu

es &
 l

esso
n

s fro
M th

e P
ractice o

f o
th

er in
tern

atio
n

al c
o

u
rts &

 t
ribu

n
als 369, 388 &

 400 （F. W
eiss ed., 2000

）.

（
90
）  R. Z. l

aW
ren

ce, c
riM

es &
 P

u
n

ish
M

en
t?: r

etaliatio
n u

n
d

er th
e W

TO
 53 -54 （2003

）.

（
91
）  Cf., M

ercurio supra note 88, at 317 -320.

（
92
）  

同
様
の
視
点
と
し
て
、C. M

. Vazquez &
 J. H

. Jackson, Som
e Reflections on Com

pliance with W
TO

 D
ispute Settlem

ent D
eci-

sion, 33 l
aW &

 P
o

l
’y in

t

’l b
u

s. 555, 565 （2002

）。

（
93
）  

特
に
、
仲
裁
裁
定
は
、
貿
易
へ
の
定
量
的
な
効
果
の
同
等
性
を
基
準
と
す
る
た
め
、
な
お
さ
ら
、
他
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
が
不
十
分
と
な

る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
具
体
的
に
問
題
と
な
っ
た
事
例
と
し
て
、
米
国
一
九
一
六
年
法
事
件
仲
裁
裁
定
が
あ
る
。D

ecision by the 
Arbitrators, U

nited States - A
nti -D

um
ping A

ct of 1916 - Recourse to A
rbitration by the U

nited States under A
rticle 22.6 of the 

D
SU

, W
T/D

S136/ARB （Feb. 24, 2004

）, eg., paras. 5.69 -72. 

伊
藤
・
前
掲
注
（
50
）、
三
〇
―
三
一
頁
参
照
。

（
94
）  

補
助
金
協
定
第
四
条
一
〇
項
で
は
、
最
近
ま
で
補
助
金
総
額
分
析
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。Eg., D

ecision by the Arbitrators, Brazil - Ex-
port Financing Program

m
e for A

ircraft - Recourse to A
rbitration by Brazil under A

rticle 22.6 of the D
SU

 and A
rticle 4.11 of 

the SCM
 A

greem
ent, W

T/D
S46/ARB （Aug. 28, 2000

）, paras. 3.54, 57 &
 60.

（
95
）  

た
だ
し
、Schw
artz &

 Sykes

が
主
張
す
る
、
違
反
状
態
が
効
率
的
な
場
合
に
は
そ
の
維
持
を
選
択
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
「
効
率
的
な
不

履
行
（efficient breach

）」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
（
事
実
上
認
め
ら
れ
る
結
果
と
な
る
事
態
の
出
来
は
否
定
で
き
な
い
が
、）
積
極
的
に
許
容

さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。See, W

. F. Schw
artz &

 A. O. Sykes, The Econom
ic Structure of Renegotiation and 

D
ispute Resolution in the W

orld Trade O
rganization, 31 J. l

eg
al s

tu
d

ies, 179 （2002

）. 

な
お
、
紙
幅
の
関
係
上
、
対
抗
的
な
譲
許
等

の
停
止
や
リ
バ
ラ
ン
ス
の
目
的
の
議
論
（
救
済
目
的
か
履
行
の
促
進
か
）
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
は
稿
を
改
め
た
い
。

（
96
）  

リ
バ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ク
ロ
ス
リ
タ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
は
争
点
と
な
り
う
る
が
、
Ｓ
Ｇ
協
定
第
八
条
二
項
で
は
「
一
九
九
四
年
の
ガ
ッ

ト
に
基
づ
く
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
条
文
上
は
、
他
の
協
定
が
対
象
と
す
る
分
野
で
の
譲
許
等
の
停
止
を
基
本
的
に
認
め
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
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（
97
）  

た
だ
し
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
期
に
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
維
持
し
つ
つ
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
適
用
を
受
け
て
い
た
例
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う

に
、
現
実
的
に
は
こ
の
よ
う
な
状
態
の
発
生
は
考
え
づ
ら
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

（
98
）  

な
お
、
リ
バ
ラ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
手
続
に
服
す
る
と
し
て
も
、
履
行
の
た
め
の
期
間
と
し
て
「
妥
当
な
期
間
」（
Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
一
条

三
項
）
が
設
け
ら
れ
る
べ
き
か
は
論
点
と
な
る
。
実
務
上
は
、「
妥
当
な
期
間
」
を
合
意
す
る
例
（
米
国
ラ
ム
肉
Ｓ
Ｇ
事
件
、W

T/D
S177/11

（W
T/D

S178/12

） &
 W

T/D
S177/13 

（W
T/D

S178/14

））
と
、
当
該
期
間
ま
で
は
設
け
な
い
例
（
米
国
鉄
鋼
Ｓ
Ｇ
事
件
に
お
け
る
日
本
、
Ｅ

Ｃ
の
ロ
ン
グ
リ
ス
ト
。
前
掲
注
（
68
）、（
69
）
参
照
）
が
見
ら
れ
る
。
Ｄ
Ｓ
Ｕ
手
続
が
リ
バ
ラ
ン
ス
の
前
提
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
当
該
期
間
が
設

け
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
パ
ネ
ル
及
び
上
級
委
員
会
に
よ
る
報
告
の
確
定
で
即
時
的
に
リ
バ
ラ
ン
ス
を
認
め
る
こ
と
は
、
対
抗
的
な
譲
許

等
の
停
止
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
、
譲
許
等
の
停
止
の
実
施
ま
で
の
冗
長
さ
（eg., W

. J. D
avey, Sanctions in the W

TO
: Problem

s and 
Solutions, in t

h
e l

aW, e
co

n
o

M
ics &

 P
o

litics o
f r

etaliatio
n in W

TO
 d

isPu
te s

ettleM
en

t 360, 361 （C. P. Bow
n &

 J. Pauw
elyn 

eds., 2010

））
を
多
少
な
り
と
も
克
服
し
、
リ
バ
ラ
ン
ス
の
内
実
を
拡
充
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
99
）  

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
対
抗
的
な
譲
許
等
の
停
止
と
一
般
国
際
法
に
お
け
る
対
抗
措
置
の
異
同
に
つ
い
て
は
、Vazquez &

 Jackson, supra note 
92, at 560 -562

、
岩
沢
・
前
掲
注
（
52
）、
二
三
八
頁
以
下
、
小
寺
彰
『
パ
ラ
ダ
イ
ム
国
際
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
二
一
八
頁
等
参
照
。

（
100
）  

岩
月
直
樹
「
現
代
国
際
法
上
の
対
抗
措
置
制
度
に
お
け
る
均
衡
性
原
則

―
国
際
紛
争
処
理
過
程
に
お
け
る
対
抗
措
置
の
必
要
性
に
照
ら
し
た

そ
の
多
元
的
把
握
の
試
み
」
立
教
法
学
第
七
八
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
九
頁
。

（
101
）  

仮
に
、
リ
バ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
Ｄ
Ｓ
Ｕ
手
続
が
不
要
と
の
立
場
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
リ
バ
ラ
ン
ス
は
一
方
的
な
判
断
に
よ
る
対
抗
的
な
措

置
と
な
る
た
め
、
比
例
性
原
則
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。

（
102
）  

一
般
国
際
法
に
お
け
る
比
例
性
原
則
の
理
解
は
国
家
責
任
条
文
よ
り
も
多
様
と
理
解
さ
れ
る
が
（eg., E. Cannizzaro, The Role of Propor-

tionality in the Law of International Counterm
easures, 12

（5

） e
u

r. J. in
t

’l L 889 

（2001

））、
本
稿
で
は
、
主
に
比
較
の
対
象
と
さ

れ
る
国
家
責
任
条
文
に
焦
点
を
当
て
る
。

（
103
）  

Ｄ
Ｓ
Ｕ
第
二
二
条
六
項
仲
裁
に
お
い
て
も
、
国
家
責
任
条
文
へ
の
言
及
が
確
認
さ
れ
る
。See, eg., D

ecision by the Arbitrators, EC -Ba-
nana (U

S), para. 6.16.

（
104
）  

訳
は
、
奥
脇
直
也
編
『
国
際
条
約
集
二
〇
一
一
年
版
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
105
）  J. c

raW
fo

rd, t
h

e in
tern

atio
n

al l
aW c

o
M

M
issio

n

’s a
rticles o

n s
tate r

esPo
n

sibility: in
tro

d
u

ctio
n, t

ext &
 c

o
M

M
en

taries 
296 （2002

）.
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（
106
）  A

ir Services A
greem

ent of 27 M
arch 1946 （U

nited States v. France

）, R.I.A
.A

., vol. XV
III, 417 （1978

）, para. 83.

（
107
）  G

abcikovo -N
agym

aros Project （H
ungary/Slovakia

）, Judgm
ent, I.C.J. Reports 1997, para. 85.

（
108
）  

集
権
的
な
「
制
裁
」
と
分
権
的
な
「
対
抗
措
置
」
の
関
係
に
関
す
る
議
論
と
し
て
は
、
松
井
・
前
掲
注
（
82
）、
三
四
二
頁
、
三
五
二
頁
参
照
。

関
根　

豪
政
（
せ
き
ね
　
た
け
ま
さ
）

　
所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
助
教
（
研
究
奨
励
）

　
　
　
　
　
　
　
立
正
大
学
非
常
勤
講
師

　
　
　
　
　
　
　
大
宮
法
科
大
学
院
大
学
非
常
勤
講
師

　
　
　
　
　
　
　
東
京
農
業
大
学
非
常
勤
講
師

　
最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

　
所
属
学
会
　
　
日
本
国
際
経
済
法
学
会
、
環
境
法
政
策
学
会
、
日
本
Ｅ
Ｕ
学
会

　
専
攻
領
域
　
　
国
際
経
済
法

　
主
要
著
作
　
　「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
法
に
お
け
る
譲
許
等
の
停
止
と
比
例
性
原
則
」『
慶
應
法
学
』
第
一
九
号

（
二
〇
一
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　「
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
に
お
け
る
必
要
性
要
件
の
考
察
」『
日
本
国
際
経
済
法
学
会
年

報
』
第
一
九
号
（
二
〇
一
〇
年
）

　
　
　
　
　
　
　「
国
際
経
済
法
と
Ｅ
Ｕ
環
境
法
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
」
庄
司
克
宏
編
著
『
Ｅ
Ｕ
環

境
法
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）


